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－ － e
不動産登記法は法務省の所管法律
であり、その特例について当省で回

答することはできない。

要望者からの要望内容を実現するた
めには、手続法としての不動産登記
法ではなく、実体法上の根拠規定の
有無が問題になるものと考える。現
行の土地区画整理事業の対象となら
ない、不正形な土地や道路付きの悪
い土地を整状化するため複数の土地
を交換分合する事業を、土地区画整
理法の拡充等を通じて実体法中に位
置づけることが可能かどうかについ
て、御検討いただきたい。

個人 1 A
土地の敷地整序と電子境
界確定事業の推進策

不正形な土地や道路付きの悪い
土地を整序するため、複数の土
地の交換分合一括登記申請が
できる、新たな不動産登記法の
特例を設けるべきである。

ある一定の区域の土地所有者が共
同して、その区域内の土地の交換
分合に係る換地計画を作成し、共同
して複数の土地の交換分合一括登

記申請を行う。
また、その測量成果を電子境界確

定事業の成果とする。

土地には、道路付や形状の悪さから有効な利
活用の図られていない土地があります。これら
の土地を一括して整序する仕組みは、現行法
では土地区画整理法による土地区画整理事業
（以下、単に「区画整理」という。）しかありませ
ん。しかし、区画整理は、都市計画区域内の土
地に限られていることや、都市計画区域内の土
地においても公共施設が整備されている土地
や小さな面積の土地には馴染まない事業で

す。
そこで、これら土地についても、土地所有者全
員の合意のもと、複数の土地の交換分合一括
登記申請ができる、新たな不動産登記法の特

例を設けるべきである。

同様な不動産登記法 （平成十
六年法律第百二十三号）の特

例
土地区画整理登記令

（昭和三十年九月一日政令第
二百二十一号）

土地の敷地整序と電子境界
確定事業の促進策につい（提

案）
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平１４年５月１日以降、物
品・役務の調達契約につい
ては、一定の金額以下等に
ついて債権譲渡禁止特約の
解除を行っている。

d

　債権譲渡禁止特約については、平１
４年５月１日以降、物品・役務の調達
契約について、「売掛債権担保融資
保証制度」に係る物品・役務の調達
契約の一定の金額以下等の契約に
ついて、債権譲渡禁止特約の解除を
行い、事務取扱についても定めてい
るところである。手続きの簡素化等各
省庁共通ルールの策定、債権譲渡禁
止特約の解除の対象となる契約の拡
大（リース契約等についての各省庁
の統一的な対応）については、本件を
主管している省庁の検討にあわせて
対応していくこととしたい。

－
社団法人 第
二地方銀行
協会

1 A

国・地公体等の公的機関向
け金銭債権の譲渡禁止特
約の適用除外（譲渡先が金

融機関の場合）

民間企業の国・地公体等公的機
関向け金銭債権については、売
買契約・請負契約上、譲渡先が
金融機関の場合は債権譲渡禁
止特約の適用除外とすることを

統一化する。

  国・地公体等の公的機関に対する金銭債権
には譲渡禁止特約が付いていることが多く、中
小企業の資金調達のために売掛債権担保融
資を行うに当たり、承諾等に係る事務手続きや
時間を要することから、中小企業の円滑かつ機

動的な資金調達を阻害している。
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道路運
送車両
法
「自動
車型式
指定制
度」

この制度は、販売予定車両
と同一の構造装置・性能を
有する自動車について、申
請により安全や環境の基準
への適合性の審査を現車に
より行うとともに、自動車の
品質や性能の均一性につい
ての審査を書面にて行い、
型式の指定を行う制度

b -

国土交通省汎用オンライン申請シス
テムにおける対応方法等について
は、オンライン利用率向上、費用対効
果の観点に留意しつつ、平成20年度
を目途に移行を予定しているe-Gov窓
口システムとの調整を踏まえて検討。

-
要望者より別紙のとおり再意見が来
ており、再度、貴省からの回答を頂き
たい。

社団法人　日
本自動車工
業会

12 A
手数料電子納付促進のた
めのｵﾝﾗｲﾝ申請ｼｽﾃﾑ更改

現状の税や電気・ガスの公共料
金の取扱いと同じように納付依
頼書で金融機関に業務を依頼で
きるように更改等を要望する。
①ｵﾝﾗｲﾝ申請ｼｽﾃﾑ内の手数料

情報画面の更改
　手数料が確定した後にｵﾝﾗｲﾝ
申請ｼｽﾃﾑの手数料情報画面か
ら、手数料納付依頼書(納付者名
称、納付番号、金額、納付先、金
融機関押印欄等が入った、もの)
が出力できるようにして頂きた

い。
②財務省歳入金電子納付の取

扱いの呼びかけ
　金融機関に問い合わせた処、
ATMやｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞについ
ては対応されているとのことで
あったが、法人を対象とした財務
省歳入金電子納付は取扱いを
行っていないとの回答を得たこと
があり、積極的に取扱うよう呼び
かけを行って頂きたい。

ｵﾝﾗｲﾝ申請には歳入金電子納付の
機能が存在するが、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝ
ｸﾞとATMからの振込みが主流となっ
ており、企業が利用し難い状況にあ

る。
[例 自動車ﾒｰｶｰでは未だに印紙で
手数料納付している社が多い。]

企業では税や電気・ガスの公共料金を金融機
関から直接振込を行う方法が一般的であり、ｲﾝ
ﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞやATMでは納付通知を受ける業
務部門から経理部門への納付依頼、経理部門
から金融機関への納付依頼等が行なえずに歳
入金を電子納付できない状況にある。

根拠法令なし
・新規要望
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条の２

【道路関係】
高速道路料金の車種区分
は、道路運送車両法等の区
分により規定しており、普通
貨物自動車については、道
路交通法の区分による車両
総重量８トンを１つの区分と
している。

【車両関係】
道路運送車両法では、普通
自動車に対する車両総重量
の上限として８トンという設
定は行っていない。保安基
準では交通事故の発生状
況等に基づき、大型トラック
の事故防止を目的とした一
部の規定において、車両総
重量８トンを規制対象の区
分としている。

ｃ

【道路関係】
高速道路料金の車種区分については、車種間の負
担の公平を図る観点から、「原因者負担」、「占有者
負担」及び「受益者負担」という考え方を総合的に勘
案して決定している。
　仮に、新たな区分とする場合においては、負担の公
平性の観点から、値下げだけでなく、値上げとなる車
種が生じる可能性があることから、慎重な議論が必
要と認識している。
　高速道路料金の額については、高速道路株式会社
からの申請に基づき、国土交通大臣が許可をして決
定しているものであり、「中型運転免許」創設を踏ま
えた新たな料金の区分については、当該免許創設に
伴う道路運送車両法等の関係法令の改正の動向を
見ながら、負担の公平の観点も踏まえて、高速道路
株式会社において検討されるものと思料。

【車両関係】
道路運送車両の保安基準では、事故実態等を考慮
し、様々な基準をそれぞれの基準の趣旨に対応した
規制区分（1.7t,2.5t,3.5t,7t,8t等）で設けている。このう
ち車両総重量８ｔを車両区分としている基準について
は、車両総重量が大きくなるに従って事故の発生割
合が大きくなる傾向にあることから設けているもので
あり、運転免許の区分とは直接関連はしないが、運
転免許制度の改正により、使用実態が変化すること
も考えられることから、免許制度改正後のこれからの
実態を注視し、必要に応じて見直しを行う。

－
（社）全日本ト
ラック協会

2 A
「中型運転免許」創設に伴う
各種規制の見直しについて

「中型運転免許」創設に伴う各種
規制の見直し

「中型運転免許」創設に伴う各種規
制の見直しについて

道路交通法改正により、貨物自動車に係る運
転免許制度は、「大型免許」を車両総重　量１１
トン以上とし、同じく５トンから１１トンを「中型免
許」として創設されましたが、運転免許制度の
基準と同様にその他の規制及び有料道路の通
行料金区分等について、「大型」は車両総重量
１１トン以上とするよう見直しをされたい。

国土交通省　道路運送車両法
６１条、同法施行規則第１１条
－第１号様式、道路運送車両
の保安基準第８条・第１8条の
２・第４１条・第４４条・第４８条
の２、貨物自動車運送事業輸
送安全規則第８条・第９条、道
路整備特別措置法第２条の
４、警察庁・国土交通省　道路
標識、区画線及び道路標識に
関する命令第２条（別表１－３
０５・３０５の２・３２７の２）、第９
条（別表５－１０９の４）
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様式２　全国規制改革及び民間開放要望書
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5031A 5031003 z16005
国土交
通省、

（１）土砂等
を運搬す
る大型自
動車による
交通事故
の防止等
に関する
特別措置
法（昭和４
２年法律第
１３１号）第
３条第２
項、第４
条、貨物自
動車運送
事業法（平
成元年法
律第８３
号）第１８
条、道路運
送法（昭和
２６年法律
第１８３号）
第９５条
（２）土砂等
を運搬す
る大型自
動車による
交通事故
の防止等
に関する
特別措置
法第６条

（１）土砂等を運搬する大型
自動車を使用する者は、当
該車両について表示番号の
指定を受け、また、表示番
号を自動車の外側に見やす
いように表示しなければなら
ない。
（２）土砂等の運搬の用に供
する大型自動車を使用する
者は、経済産業省令、国土
交通省令で定める技術上の
基準に適合する積載重量の
自重計（積載重量を自動的
に計量するための装置をい
う。）を当該土砂等運搬用大
型自動車に取り付けなけれ
ばならない。

ｃ

（１）土砂等を運搬する大型自動車による交通事
故の防止等に関する特別措置法においては、運
賃負担力の小さいもの等を運搬する土砂等運搬
大型自動車は、速度制限違反、積載制限違反及
び過労運転を生じやすく、一旦事故を起こした場
合は重大事故となる可能性が高いものである。
貨物自動車運送事業法においては、第三者が運
行を適正なものとするよう管理するために運行管
理という制度があるが、土砂等運搬大型自動車
については、上記の理由から、道路運送法により
義務付けられている使用者の表示に比べて、よ
り見やすい表示番号を表示することにより運転者
の無謀な運転に対する自戒自粛を促すという、
異なった趣旨の制度を加えているものであるの
で、要望の理由に基づいて表示番号制度を廃止
することは困難である。
（２）ダンプカーの過積載は、依然として厳しい状
況にあることから、貨物自動車運送事業輸送安
全規則等によるソフト面及び自重計の取付けに
よる車両構造的なハード面における規制が必要
とされている。仮に自重計の取付け義務を廃止
する場合には、これに代わる過積載防止装置の
備え付けを規定する必要があり、現在、考えられ
る装置としては、過積載を行った場合に走行を不
能にする装置があるものの、自重計より遙かに
高額であることから現実的ではなく、自動車使用
者負担増及びコストの増加となることから自重計
の取付義務規定を廃止することは困難である。

交通事故の防止等の観点から表示
番号制度を設けているとのことである
が、表示番号制度により担保される
交通事故の防止効果について具体
的に御説明いただきたい。

（社）全日本ト
ラック協会

3 A
土砂等を運搬する大型自
動車に係る規制の緩和

土砂等を運搬する大型自動車に
係る規制の緩和

土砂等を運搬する大型自動車に係
る規制の緩和

「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止
等に関する特別措置法（ダンプ規制法）」等に基づく以
下の規制について、物流コストの軽減等を図る観点か

ら、早期に緩和されたい。
（１）道路運送法において営業用貨物自動車には、使用
者の名称等の表示が義務付けらており、さらに、ダンプ
規制法による「表示番号の指定」及び「表示番号の表
示」の表示番号制度の義務がなされており二重規制と
なり、これの車体への表示に１台約数万円の費用負担
が必要となる。また、表示番号制度は運転者・使用者の
無謀な運転に対する自戒自粛を促すことが主旨とされ
ているが営業用ダンプカーについては、貨物自動車運
送事業輸送安全規則等による運行管理等が義務付け
られ遵守をしていることから、営業用ダンプカーについ
ては「表示番号の指定」及び「表示番号の表示」義務に
ついて廃止されたい。仮に廃止が不可能であるならば

明解な理由を示されたい。
（２）ダンプカーへの「積載重量の自重計」の取付け義務
について、営業用については貨物自動車運送事業輸送
安全規則等による過積載の防止など運行管理等の規
程を遵守しており、また、物流コストの低減を図る観点
からも積載重量の自重計取付け義務を早期に廃止され
たい。国土交通省よりダンプカーの過積載義務違反の
多さが指摘されているが、営業用、自家用別に義務違

反件数等を公表されたい。

　土砂等を運搬する大型自動
車による交通事故の防止等に
関する特別措置法第３条第２

項・第４条、６条

5035A 5035001 z16006
国土交
通省、

道路運
送車両
の保安
基準第
３９条、
第４２
条

　道路運送車両法に基づく
道路運送車両の保安基準と
その細目を定める告示によ
り、一定の基準を定めてい
る。
　同基準では、制動灯は後
面に備えるべきこと、及び、
灯光の色は赤色でなければ
ならないことを規定してい
る。また、自動車の前面に
は、原則として、灯光の色が
赤色の灯火の備え付けを禁
止している。

ｃ

制動灯を自動車の前面に備えた場
合、自動車の前面と後面を見誤る等、
他の運転者や歩行者に混乱を招く懸
念があることから認めることは困難で
ある。
なお、灯火に関するこれらの基準は、
欧米の基準とも整合している。

－ 小林　純一 1 Ａ
自動車前部への停止灯の

装備
　車の前部にも停止灯を装備す

ること
　車の前部にも停止灯を装備するこ

と

　車が動く物である以上、ドライバーの意思は方向指示
（ウィンカー）だけでなく停止する意思も全方向に知らせ
るべきではないか。なぜ後続車にのみ知らせるのだろう

か。
　①交差点の事故でかなりの割合で大事故につながる
のが右折車と直進車との衝突である。右折車が交差点
にいると直進車のドライバーは待ちきれずに曲がるなよ

…と祈りながら走り抜ける。
　②歩行者が信号の青を確かめて歩き出す際、果たし
て左右から近づく車両が停まってくれるか恐る恐る横断

歩道を渡る。
　交通事故による死亡者数は近年減少傾向とはいえ事
故の件数は増える一方である。狭い国土に無制限に増
え続ける車。法規の厳罰化と安全技術の向上に依存し
はいないだろうか。直ちに出来る有効策でありながら未

だ講じられない秘策がある。
　車の前部にも停止灯を装備することである。車は動く
物である以上、運転者の停まる意思は後続車にだけ伝
えて充分なはずはない。前から見た場合でも停まる意
思が判かれば前述のケースでは待ち切れない右折車
が僅かな間隙を縫って曲がろうとすれば前部の停止灯
が消えコンマ何秒か手前で直進車が何らかの回避行動

がとれるし、歩行者も安心して歩き出せる。
　そればかりか…  昨今、飲酒運転や轢き逃げ事故に
注目が集まっているが、原点に立ち返ったところにも事
故を防ぐ手だてがある。是非、全国で試行して自動車王
国の欧米に先駆けて狭い日本から新安全対策を講じて

欲しい。

道路運送車両の保安基準　第
３９条

5038A 5038001 G43 z16007
国土交
通省、

建設業
法第３
条

建設業を営む者は、発注者
から直接請け負う建設工事
について一定の額を超える
下請契約を締結して施工し
ようとする者は特定建設業
の許可を受けなければなら
ず、それ以外の者は一般建
設業の許可を受けなければ
ならないとされている。

c

　特定建設業の許可を取得する事業
者に対し、事業者側の選択により、一
の営業所については特定建設業の技
術者基準を、別の営業所においては
一般建設業の技術者基準の適用を
認めるとした上で、事業者に対しては
特定建設業の許可を付与することとし
た場合、例えば、事業者が一般建設
業の技術者基準の適用を選択した営
業所であっても、当該営業所において
締結された建設工事の請負契約につ
いては特定建設業許可を取得した事
業者が締結した契約となることから、
当該営業所において締結された建設
工事の請負契約については一般建設
業許可の範囲を超えて工事を下請負
することが可能となるなど、建設業法
の適用上混乱を招くこととなるから適

当ではない。

要望者から提出のあった以下の再意見に対し、再
度、貴省から回答いただきたい。『法の趣旨を満たし
た上で、本要望対応の規制緩和を行なうとした場
合、現法規定のうち決して少なくない部分について改
訂が必要となる事は承知しているつもりです。現に、
貴省の回答の中でもご指摘頂いたように一般建設業
の技術者基準の適用を選択した営業所であっても、
特定建設業の営業が可能となるなどもその一例と理
解しています。　この件に関しては、一般建設業の技
術資格しか有しない営業所専任技術者が特定建設
業しか請け負うことができないとされている建設工事
の履行を確保するという不合理な役割を負うという事
となるので、特定建設業の許可を受けた者であって、
特定建設業の技術者基準の適用を選択した営業所
でなければ特定建設業しか請負う事が出来ないとさ
れている建設工事の請負契約を締結してはならない
と改訂すればよいと考える。
　特定建設業者であれば特定建設業者のみにしか
許されない営業が許可されるほか、一般建設業者と
しての営業が許可されていると考えるのは社会通念
上の認識であり、特定建設業者或いは一般建設業
者が請負契約を締結する事ができるとされてる建設
工事をそれぞれ比較してみた場合それは合理的な
見方と考えます。　従って、特定建設業者であって
も、一般建設業の技術者基準を選択した営業所につ
いては一般建設業に許される営業を許可すべきと考
えます。　また、現法規定のもとにおいて一般建設業
者として許可を取得した者であって全国数十ヶ所に
営業所を設けて建設業を営業している者が、特定建
設業者にステップアップしようとした場合、全国全て
の営業所専任技術者について特定建設業としての
資格要件を取得させる事が必要不可欠な要件であり
現実的でない。 この事は この法律の目的の一つ

情報通信ネッ
トワーク産業
協会

1 A
営業所ごとの特定／一般建

設業の選択制化

特定建設業で、複数の営業所を
設ける者は、営業所ごとに特定
建設業又は一般建設業の選択
可能とする。このうち一般建設業
の営業を選択した営業所は、営
業所の専任技術者は一般建設
業としての資格要件で足りるとす

る。

本件、０６／６月要望では建設業の適用上の混
乱を招くこと､及び発注事務に混乱が生じること
となるので、妥当でないという貴省の見解を承
りました。　確かに、下請負人の保護の徹底の
ため特定建設業者に請負契約の締結、現場の
施工監理等の場面で特に重い義務を課してい
る点については、一定規模以上の下請契約の
注文者の義務として、現法規定は一定の合理
性が認められる。 一方、発注事務に混乱が生
じるという点については、一の建設業について
特定建設業の許可を有している者で、一方の
営業所では許可を有していても、他方の営業所
では許可を有していない事を許容している制度
であって、発注事務に選択肢が一つ増えるの
みで混乱するという表現は適切でない。　むし
ろ現制度では、一部の営業所が大規模な営業
を行なう事があるという事をもって特定建設業
の許可を得た業者は、小規模な工事のみを扱
うその他の多くの営業所にも特定建設業の営
業所専任技術者の専任義務が生じる訳であっ
て、業者の本来自由な営業活動を法制度の枠
組みのために過度に制限しているとすればこ
れを是正し、必要最小限度の規制に改める事

が第一義である

建設業法第三条、
建設業法第十五条、

H13.4.3国総建第97号「建設業
許可事務ガイドライン」、

S63.6.6建設省告示第1317」号
「建設業法第十五条二号イの
国土交通大臣が定める試験及

び免許を定める件」

5054A 5054048 G43 z16007
国土交
通省、

建設業
法第３
条

建設業を営む者は、発注者
から直接請け負う建設工事
について一定の額を超える
下請契約を締結して施工し
ようとする者は特定建設業
の許可を受けなければなら
ず、それ以外の者は一般建
設業の許可を受けなければ
ならないとされている。

c

　特定建設業の許可を取得する事業
者に対し、事業者側の選択により、一
の営業所については特定建設業の技
術者基準を、別の営業所においては
一般建設業の技術者基準の適用を
認めるとした上で、事業者に対しては
特定建設業の許可を付与することとし
た場合、例えば、事業者が一般建設
業の技術者基準の適用を選択した営
業所であっても、当該営業所において
締結された建設工事の請負契約につ
いては特定建設業許可を取得した事
業者が締結した契約となることから、
当該営業所において締結された建設
工事の請負契約については一般建設
業許可の範囲を超えて工事を下請負
することが可能となるなど、建設業法
の適用上混乱を招くこととなるから適

当ではない。

－
（社）日本経
済団体連合
会

48 A
営業所ごとの特定建設業又
は一般建設業の選択可能

化【新規】

特定建設業で、複数の営業所を
設ける者は、営業所ごとに特定
建設業又は一般建設業の選択
を可能とすべきである。このうち
一般建設業の営業を選択した営
業所は、営業所の専任技術者は
一般建設業としての資格要件で
足りるとすべきである。

確かに、下請負人の保護の徹底のため特定建
設業者に請負契約の締結、現場の施工監理等
の場面で特に重い義務を課している点につい
ては、一定規模以上の下請契約の注文者の義
務として、現法規定は一定の合理性が認めら
れる。 一方、発注事務に混乱が生じるという点
については、一の建設業について特定建設業
の許可を有している者で、一方の営業所では
許可を有していても、他方の営業所では許可を
有していない事を許容している制度であって、
発注事務に選択肢が一つ増えるのみで混乱す
るという表現は適切でない。　むしろ現制度で
は、一部の営業所が大規模な営業を行なう事
があるという事をもって特定建設業の許可を得
た業者は、小規模な工事のみを扱うその他の
多くの営業所にも特定建設業の営業所専任技
術者の専任義務が生じる訳であって、業者の
本来自由な営業活動を法制度の枠組みのため
に過度に制限しているとすればこれを是正し、
必要最小限度の規制に改めるべきである。

建設業法第三条、
建設業法第十五条、

H13.4.3国総建第97号「建設業
許可事務ガイドライン」、

S63.6.6建設省告示第1317」号
「建設業法第十五条二号イの
国土交通大臣が定める試験及

び免許を定める件」

「『全国規模の規制改革・民間
開放要望』に対する各省庁か
らの再回答について（平成18
年8月14日）」では、「特定建
設業許可でありながら、一般
建設業の技術者基準を部分
的に適用するということは、建
設業の適用上混乱を招くこと
から適当ではない」とされてい

る。



様式２　全国規制改革及び民間開放要望書

要望
管理
番号

要望事
項管理
番号

分割
補助
番号

グルー
プ化番
号

管理
コード

所管省
庁等

該当法
令

制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要（対応策） その他 再検討要請 要望主体

要
望
事
項
番

要
望
種
別
（規

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
その他

（特記事項）

5038A 5038002 G45 z16008
国土交
通省、

建設業
法第26
条

「親会社
及びその
連結子
会社の
間の出
向社員
に係わる
主任技
術者又
は監理
技術者
の直接
的かつ
恒常的な
雇用関
係の取
扱い等に
ついて」
（平成15
年１月22
日国総
建第335
号）

企業集団に属する建設業者の間
（親会社とその連結子会社の間
に限る。）の出向社員を出向先の
会社が工事現場に主任技術者と
して置く場合に、当該出向社員と
当該出向先の会社との間に直接
的かつ恒常的な雇用関係がある
ものとして取り扱う際の要件とし

て
・連結子会社がすべて企業集団
に含まれる者であること

・親会社又はその連結子会社（そ
の連結子会社が２以上ある場合
には、それらのすべて）のいずれ
か一方が経営事項審査を受けて
いない者であること等が定められ
ているほか、出向社員を主任技
術者又は監理技術者としておく建
設工事の下請負人に当該企業集
団を構成する親会社若しくはその
連結子会社又は当該親会社の非
連結子会社が含まれていないこ
とが条件となっている。

c

　本制度は、建設業界の統合・再編を
進めるにあたり、監理技術者及び主
任技術者の直接雇用の原則が支障と
ならないよう特例として認めたもので
あり、技術者の流動性を高める一方
で、本制度を悪用してグループ内の
企業が都合よく受注機会を高めること
があってはならないものと考えてい

る。
　いずれにせよ、建設業の経営の効
率化や競争力の強化のための施策
のあり方については、今後とも検討し

て参りたい。

要望者から提出のあった以下の再意
見に対し、再度、貴省から回答いただ
きたい。『「建設業の経営の効率化や
競争力の強化のための施策のあり方
については、今後とも検討して参りた
い。」との回答をいただいたが、技術
者の流動化も含めた全面的なグルー
プ経審の導入の検討がなされている
かどうかを含め検討されている内容
の提示や実施時期について、具体的
に明確化して欲しい。』

情報通信ネッ
トワーク産業
協会

2 A
主任技術者／監理技術者
への出向者の就任要件の

緩和

親会社・子会社が共に経営事項
審査を受けている場合でも、当
該親会社・子会社が一定の条件
を満たす場合には、監理技術
者・主任技術者について連結親
子会社間での出向について認め
るよう規制緩和していただきた
い。（一定の条件とは当該会社
がペーパーカンパニーまたは不
良・不適格建設業者でないことが
客観的に明らかな場合を言う）

　工事品質の向上、不良不適格な事業者の排除等を目的
に、建設業界の再編・統合を進めることは必要なことだと理解
している。しかし、その一方で産業界では、分社化やグループ
経営の強化などの視点での再編を進め、経営の効率化、競
争力の強化、人材の育成と有効活用に取り組みつつある。し
かるに、連結親子会社間の出向社員についてはきわめて限
定的な要件が課せられているため、これらのメリットを生かせ

ないでいる。
　これまでの要望に対して「制度の趣旨に逆行する」ため認め
られないと説明されているが、業界の再編統合を進めるのは
それ自体が目的ではなく、再編統合を通じて工事の質を高め
ることに等にある。分社化やグループ経営の強化も、経営の
効率化や競争力の強化を目的としたもので建設業法の分野
に於いても工事品質の向上やコスト低減などに大いに資する
ものである。既に提案しているように、規制緩和の対象を「一
定の客観的要件」を満たすものに限定するなどすれば、国交
省が意図する業界の再編統合と要望している規制緩和は十
分両立し、工事品質の向上等に寄与するものと考える。

また、「制度の悪用」懸念も理由にあげられているが、我々の
要望がそのようなことを目的としたものでないことはご理解い
ただいていると思う。6月要望に於いて日本経団連が提案して
いるような「同一グループからの入札は１社に限定する」など
のルールを整備することによって、不良不適格な事業者が
「制度を悪用する」ような事態は防ぐことができるものと考え

る。
　様々な懸念が想定されるから認められないというのではな
く、現に起こっている変化を活かすため、想定される懸念が現
実のものとならないようにどのような知恵を出せばよいかが
重要である。見直しについて英断をお願いしたい。

建設業法第26条・国総建第
335号（「親会社及びその連結
子会社の間の出向社員に係
わる主任技術者又は監理技
術者の直接的かつ恒常的な
雇用関係の取扱い等につい

て」）

5054A 5054041 G45 z16008
国土交
通省、

建設業
法第26
条

「親会社
及びその
連結子
会社の
間の出
向社員
に係わる
主任技
術者又
は監理
技術者
の直接
的かつ
恒常的な
雇用関
係の取
扱い等に
ついて」
（平成15
年１月22
日国総
建第335
号）

企業集団に属する建設業者の間
（親会社とその連結子会社の間
に限る。）の出向社員を出向先の
会社が工事現場に主任技術者と
して置く場合に、当該出向社員と
当該出向先の会社との間に直接
的かつ恒常的な雇用関係がある
ものとして取り扱う際の要件とし

て
・連結子会社がすべて企業集団
に含まれる者であること

・親会社又はその連結子会社（そ
の連結子会社が２以上ある場合
には、それらのすべて）のいずれ
か一方が経営事項審査を受けて
いない者であること等が定められ
ているほか、出向社員を主任技
術者又は監理技術者としておく建
設工事の下請負人に当該企業集
団を構成する親会社若しくはその
連結子会社又は当該親会社の非
連結子会社が含まれていないこ
とが条件となっている。

c

　本制度は、建設業界の統合・再編を
進めるにあたり、監理技術者及び主
任技術者の直接雇用の原則が支障と
ならないよう特例として認めたもので
あり、技術者の流動性を高める一方
で、本制度を悪用してグループ内の
企業が都合よく受注機会を高めること
があってはならないものと考えてい

る。
　いずれにせよ、建設業の経営の効
率化や競争力の強化のための施策
のあり方については、今後とも検討し

て参りたい。

－
（社）日本経
済団体連合
会

41 A
主任技術者・監理技術者へ
の出向者の就任要件の緩

和

親会社・子会社が共に経営事項
審査を受けている場合でも、当
該親会社・子会社が一定の条件
を満たす場合には、監理技術
者・主任技術者について連結親
子会社間での出向について認め
るべきである。（一定の条件とは
当該会社がペーパーカンパニー
または不良・不適格建設業者で
ないことが客観的に明らかな場

合である）

　「『全国規模の規制改革・民間開放要望』に対
する各省庁からの再回答について（平成18年8
月14日）」では、「経営事項審査を親会社及び
連結子会社の双方が受審していることを認める
ことは、建設業界の統合・再編を進める本制度
の主旨に制度の趣旨に逆行する」と説明されて
いる。工事品質の向上、不良不適格な事業者
の排除等を目的に、建設業界の再編・統合を
進めることは必要なことだと理解しているが、制
度の趣旨は業界の再編統合を通じた工事品質
の向上等にあるのであり、規制緩和の対象を
「一定の客観的要件」を満たすものに限定する
などすれば、業界の再編統合と規制緩和は十
分両立する。また、「制度の悪用」懸念も理由に
あげられているが、「同一グループからの入札
は１社に限定する」などのルールを整備するこ
とによって、不良不適格な事業者が「制度を悪
用する」ような事態は防ぐことができる。

建設業法第26条・国総建第
335号（「親会社及びその連結
子会社の間の出向社員に係
わる主任技術者又は監理技
術者の直接的かつ恒常的な
雇用関係の取扱い等につい

て」）

産業界では、分社化やグルー
プ経営の強化などの再編が
進みつつある。これらは、経
営の効率化や競争力の強化
を目的としたもので建設業法
の分野に於いても工事品質
の向上やコスト低減などに大
いに資するものである。しかる
に、連結親子会社間の出向
社員についてはきわめて限定
的な要件が課せられているた
め、これらのメリットを生かせ

ないでいる。

5038A 5038003 z16009
国土交
通省、

建設業
法第7条
建設業
法第7条
第1号イ
に掲げる
者と同等
以上の
能力を有
する者を
定める件
（昭和47
年建設
省告示
第351
号）
経営業
務管理
責任者
の大臣
認定要
件の明
確化につ
いて（平
成16年
国総建
第356
号）

許可の基準として、建設業
の許可を受けようとする者
が法人である場合には常勤
の役員のうち一人が、また、
個人である場合には本人又
はその支配人のうち一人
が、次のいずれかに該当す
ることが必要である旨規定

している。
①許可を受けようとする建
設業に関し５年以上の経営
業務の管理責任者としての
経験を有していること

②国土交通大臣が①に掲
げるものと同等以上の能力
を有する者と認定した者

e

　「経営業務の管理責任者に準ずる
地位にあって経営業務を補佐した経
験」に関する認定基準については、
「建設業法第七条第一号イに掲げる
者と同等以上の能力を有することを
定める件（昭和４７年建設省告示第
351号）」及び「経営業務管理責任者
の大臣認定要件の明確化について
（平成16年国総建第356号）」において

明確化しているところ。

要望者より下記の再意見が寄せられており
ますので、再検討をお願い致します。
「　「経営業務の管理責任者に準ずる地位に
あって経営業務を補佐した経験」に関する認
定基準に関する、「建設業法第七条第一号
イに掲げる者と同等以上の能力を有するこ
とを定める件（昭和４７年建設省告示第351
号）」及び「経営業務管理責任者の大臣認定
要件の明確化について（平成16年国総建第
356号）」については、十分承知しているとこ
ろである。
　今回の要望は、この認定基準に基づき許
可行政庁によって「同一期間内においては１
名しか認められない」「同一期間内において
複数認める」といった許可基準が不統一な
実態があることである。
　大規模な建設業者に於いても同一期間内
においては１名しか認められないケースもあ
り、役員に準ずる地位の者は複数が業務を
行なっている実態から乖離した扱いとなる場
合も少なくない。実態にそくした一律的な取
扱いが行われるよう、具体的な選任基準を
明確化して欲しい。」

情報通信ネッ
トワーク産業
協会

3 A

建設業「経営業務の管理責
任者」の要件における役員
に準ずる地位の選任基準
の明確化と基準の緩和

役員に準ずる地位の選任基準
は、許可行政庁により基準がば
らばらである。経営業務の管理
責任者の選任に苦慮している建
設業者が多い中で選任基準の
明確化と基準の緩和を要望す

る。

「経営業務の管理責任者」の選任にあたって
は、執行役員制度等により役員が減

少し、権限委譲が進む中で、令３条使用人経験
期間や役員に準ずる地位での業務
期間の実績が重要性を増しつつある。

しかしながら、現在、役員に準ずる地位の選任
基準は、建設業法、事務通達等で

明確にされておらず、大規模な建設業者に於
いても同一期間内においては１名し

か認められないケースもあり、役員に準ずる地
位の者は複数が業務を行なってい

る実態から乖離した扱いとなる場合も少なくな
い。

実態にそくした一律的な取扱いが行われるよ
う、選任基準を明確化して欲しい。

建設業法第7条第1項の一

5039A 5039001 G44 z16010
国土交
通省、

建設業
法第7
条、第15
条、第26
条、第27
条
建設業
法施行
令第27
条の3
建設業
法第15
条第2号
イの国土
交通大
臣が定
める試験
及び免
許を定め
る件（昭
和63年
建設省
告示
1317号）

電気通信工事における監理
技術者資格は、技術士試験
のうち技術部門を電気電子
部門又は総合技術監理部
門（選択科目を電気電子部
門に係るものとするものに
限る。）とするものに合格し
た場合、又は学歴に応じた
実務経験及び指導監督的
実務経験を有する場合と

なっている。

c

　監理技術者となり得る資格は、各業
種の技術者としての資質（知識、技術
及び技能）を満たしたものでなければ
ならず、試験のカバー範囲や難易度、
実務経験の年数など一定の条件を満
たしたものでなければならないが、
「電気通信主任技術者」資格について
は、現状のままでは、監理技術者とし
て求められる資格要件を満たしてい

るとは考えられない。

－

情報通信ネッ
トワーク産業
協会、（社）情
報通信設備
協会、（社）電
気通信協会、
（社）電子情
報技術産業
協会、（社）電
信電話工事
協会、（財）日
本データ通信
協会

1 A
電気通信工事監理技術者
要件に国家資格「電気通信
主任技術者」を追加

電気通信工事における建設業法
による監理技術者資格要件とし
て、国家資格「電気通信主任技
術者」の取得者を認めること。

e-Japan戦略、IT新改革戦略の推進等によって、日本の
IT化は大きく進展しつつあり、IT技術者の必要性が高ま
りつつある。しかし、電気通信分野の技術者が監理技術
者となるためには、技術士（電気電子）資格を取得する
か、実務経験によるかの道筋しかなく電気工事など他
の分野と比較して育成ルートが限定的であるといわざる
を得ない。発注工事の小規模化、IT関連機器の価格低
下の進展等によって、実務経験の対象となる工事が減
少しており、限られた要件の工事の実務経験を要件とす
る現状の監理技術者確保方式では監理技術者不足に
より情報通信工事への阻害をきたすことになる。情報通
信環境、とりわけ、インフラ整備は我が国の喫緊の課題
であり、これに携わる適切かつ有能な人材を必要数確
保するため、下記に述べる規制緩和策が早急に講じら
れる必要がある。主任技術者については、一定の条件
を満たす電気通信主任技術者に対して門戸を開く措置
がとられたが、電気通信工事分野の監理技術者につい
ても電気通信主任技術者など既存資格の取得者につ
いて、監理技術者として認めるなど、監理技術者育成
ルートの拡充を図るべきである。本件について2006年6
月要望では「・・・・・・・・・・・・なお、電気通信主任技術者
資格の内容の拡充等がなされた場合に監理技術者の
資格要件として検討することは吝かではない。」との回
答をいただいたが、電気通信主任技術者資格の内容が
監理技術者の資格要件として不十分な部分について具

体的にお示しいただきたい。

建設業法第15条の二
建設業法第26条第2項
建設業法第27条の一

建設業法施行令第27条の三
昭和63年6月6日建設省告示

第1317号
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様式２　全国規制改革及び民間開放要望書
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5054A 5054042 G44 z16010
国土交
通省、

建設業
法第7
条、第15
条、第26
条、第27
条
建設業
法施行
令第27
条の3
建設業
法第15
条第2号
イの国土
交通大
臣が定
める試験
及び免
許を定め
る件（昭
和63年
建設省
告示
1317号）

電気通信工事における監理
技術者資格は、技術士試験
のうち技術部門を電気電子
部門又は総合技術監理部
門（選択科目を電気電子部
門に係るものとするものに
限る。）とするものに合格し
た場合、又は学歴に応じた
実務経験及び指導監督的
実務経験を有する場合と

なっている。

c

　監理技術者となり得る資格は、各業
種の技術者としての資質（知識、技術
及び技能）を満たしたものでなければ
ならず、試験のカバー範囲や難易度、
実務経験の年数など一定の条件を満
たしたものでなければならないが、
「電気通信主任技術者」資格について
は、現状のままでは、監理技術者とし
て求められる資格要件を満たしてい

るとは考えられない。

－
（社）日本経
済団体連合
会

42 A
電気通信工事監理技術者
要件への国家資格「電気通
信主任技術者」の追加

電気通信工事における建設業法
による監理技術者資格要件とし
て、国家資格「電気通信主任技
術者」の取得者を認めるべきで

ある。

主任技術者については、一定の条件を満たす
電気通信主任技術者に対して門戸を開く措置
がとられたが、電気通信工事分野の監理技術
者についても電気通信主任技術者など既存資
格の取得者について、一定の要件の下で監理
技術者として認めるなど、監理技術者育成ルー
トの拡充を図るべきである。 「『全国規模の規
制改革・民間開放要望』に対する各省庁からの
再回答について（平成18年8月14日）」では「な
お、電気通信主任技術者資格の内容の拡充等
がなされた場合に監理技術者の資格要件とし
て検討することは吝かではない。」とされたが、
電気通信主任技術者資格の内容が監理技術
者の資格要件として不十分な部分について具

体的に示すべきである。

建設業法第15条の二
建設業法第26条第2項
建設業法第27条の一

建設業法施行令第27条の三
昭和63年6月6日建設省告示

第1317号

e-Japan戦略、IT新改革戦略
の推進等によって、日本のIT
化は大きく進展しつつあり、IT
技術者の必要性が高まりつ
つある。しかし、電気通信分
野の技術者が監理技術者と
なるためには、技術士（電気
電子）資格を取得するか、実
務経験によるかの道筋しかな
く電気工事など他の分野と比
較して育成ルートが限定的で
あるといわざるを得ない。発
注工事の小規模化、IT関連機
器の価格低下の進展等に
よって、実務経験の対象とな
る工事が減少しており、限ら
れた要件の工事の実務経験
を要件とする現状の監理技術
者確保方式では監理技術者
不足により情報通信工事へ
の阻害をきたすことになる。情
報通信環境、とりわけ、インフ
ラ整備は我が国の喫緊の課
題であり、これに携わる適切
かつ有能な人材を必要数確

5041A 5041023 z16011
国土交
通省、

屋外広
告物法
第４条

屋外広告物法第４条におい
て、「都道府県は、条例で定
めるところにより、良好な景
観を形成し、若しくは風致を
維持し、又は公衆に対する
危害を防止するために必要
があると認めるときは、広告
物の表示又は掲出物件の
設置（前条の規定に基づく
条例によりその表示又は設
置が禁止されているものを
除く。）について、都道府県
知事の許可を受けなければ
ならないとすることその他必
要な制限をすることができ
る。」と規定されている。

c

屋外広告物法における屋外広告物規
制については、当該規制が各地域の
特性に応じて行われるべきという観点
から、規制の具体的基準等は各地方
公共団体の条例に委ねており、トラッ
クを利用した広告についても、国とし
て指導することはできない。
なお、地方公共団体が条例を改正・
制定する際のひとつの参考資料とし
て「屋外広告物条例ガイドライン
（案）」（最終改正：平成１６年１２月１７
日都公緑発第１４９号。以下ガイドライ
ン（案）という。）を発出しているとこ
ろ。本ガイドライン（案）第１１条第２項
５号に「電車又は自動車に表示される
広告物で、規則で定める基準に適合
するもの」については条例で定める禁
止地域及び許可地域の規定の適用
除外となる旨を定めているところであ
る。

－

株式会社
ワーエムジー
ワン　　　　社
団法人日本
ニュービジネ
ス協議会連
合会

23 A

屋外広告物法に該当する
対象広告物の時代的変化
への対応管理体制の見直
し及び移動体広告物の管
理所轄自治体の対応の不
均衡に対する国の関与

輸送用トラック（移動体広告物）
を対象とする広告規制の地域格
差の国による是正指導。

規制緩和及び国の管理による規
制。

屋外広告物法の移動体広告物の概
念を追加して、国土交通省の基準策
定による指針指導。具体例　トラック
使用の移動体広告（フィルムラッピ
ングによる広告）の規制緩和

屋外広告物法の下に各自治体の条例で屋外
広告物が規制管理されています。特に移動体
を使用する広告物は細部にわたり規制の対象
となっております。先般、東京都屋外広告物条
例が改定され、路線バス、鉄道車両（JR山の手
線など）、タクシーを使用した広告が規制緩和さ
れました。しかし、輸送事業に最も影響を持つト
ラック運送業者には規制緩和の恩恵を今だ受
けておりません。トラックを利用した広告は全面
禁止です。この規制は各自治体の条例で管理
されております。不合理なのは対象のトラック
が移動体という特性を生かして全国を移動でき
る点です。現状、登録ナンバーの所在地の条
例で管理されているトラックが東京都内で広告
をつけて走行しても規制の対象外です。ゆえ
に、国が関与し、平衡を保つべく、何らかの指
導もしくは指針を与えるなどの措置をお願いし

ます。

屋外広告物法

規制緩和、行政指導の全国
的影響について、この行政指
導が実現すると、現在の輸送
燃料の高騰、駐車問題などの
マイナス要素の運送業者の
経営課題の改善に起因すると
考えられます。全国の運送業
者の95％は保有台数30台以
下の中小業者です。

5041A 5041029 z16012
国土交
通省、

動力車
操縦者
運転免
許に関
する省
令第３
条、第
４条、
第８
条、軌
道法第
１６条

鉄道、軌道及び無軌条電車
の係員は、地方運輸局長の
運転免許を受けた後でなけ
れば、動力車を操縦しては
ならない。

ｃ -

　御指摘の「安全運行システム」の詳
細については承知しておらず、既存
のシステムと比較して、「安全運行シ
ステム」の信頼性がどの程度のもの
であるのかは明らかではない。
　仮にそのようなシステムに十分な信
頼性があったとしても、路面電車の運
転士にも「通常運転時はもとより機器
の故障時や事故発生時における適切
な判断・対応といった高度で専門的な
知識・技能」が求められることには変
わりはないことから、当該運転士に係
る免許の簡素化は困難である。
　路面電車の運転業務の外部委託に
ついては、軌道法第１６条に基づく運
転の管理の受委託の許可が必要で
ある。また、運転士の派遣の受け入
れを禁止した法令についてはないも
のと承知しているが、事業者において
は、法令上求められている運転士の
知識・技能・適性の保持及び教育訓
練等の必要な安全確保措置について
は当然ながら必要である。

－

(株)ライトレー
ル 社団法人
日本ニュービ
ジネス協議会
連合会

29 A
安全運行システム導入線
区限定の路面電車運転士
免許の新設その他

路面電車の運転免許は「動力車
操縦者運転免許に関する省令」
の中で乙種電気車運転免許とし
て、定員30人以上の路線バスの
運転免許は「道路交通法」の中
で大型自動車第二種免許として

定められている。
それに対し、路面電車の運転免
許として、安全運行システム（運
転士が取扱い誤り・勘違い等をし
た場合も追突・正面衝突・速度超
過といった重大事故が発生しな
いよう自動的にブレーキが動作）
を導入した線区に限定して、「道
路交通法」の大型自動車第二種
免許と同等程度のものを新設す
る。併せて、路面電車運転士の
外部委託または派遣社員の受入

れを認める。

付属資料１にある通り、平成15年時点でも
全国に70のＬＲＴ（次世代型路面電車）構想
があるが、現行補助制度のみでは採算性
を確保できず、平成18年4月に開業して成
功している富山ライトレールのように、さら
なる公的補助なしには実現できないと言わ
れている。それに対し本要望の実現によ
り、安全性を損なうことなく路面電車の運行
経費の大勢を占める運転士人件費を大幅
に低減でき、相当の路線において採算性を
確保できるようになる。さらに、同一区間を
運行しているバス会社等へ運転業務を委
託する等により良好な提携関係を結べ、並
行バス路線の整理も進み、ＬＲＴの実現可
能性を高められる。詳細は、付属資料２の

４．(2)に整理している。

路面電車と路線バスの運転免許は異なる歴史的経緯
で定められ、前者は後者と比較して取得が格段に困難
であり、その結果として、同じ運送業の運転業務であり
ながら、路面電車の運転士人件費は路線バスのそれを
大幅に上回っている。現時点では、付属資料３に示す通
り、ＬＲＴはバスと比較して初期通しが大きい上に運行経
費が高く、どんなに輸送量が多くとも常にバスより割高と
なっており、その是正が求められる。また、路面電車運
転士の外部委託や派遣社員の受入れは認められてい
ないため、ＬＲＴを新設する場合に、同一区間を運行して
いるバス会社等から反対を受け、また競合してお互いに

収益性を悪化させることとなる。
平成17年11月に規制改革要望を提出した際は、「通常
運転時はもとより機器の故障時や事故発生時における
適切な判断・対応といった高度で専門的な知識・技能が
求められる」ので運転免許の簡素化は認められないと
の回答を受けた。そこで今回は、路面電車に限定して要
望することとした。道路上であれば事故発生時も旅客は
比較的容易に避難でき、また安全運行システム導入線
区限定なので、指令が各電車の位置等を正確に把握で
き適切な対応・指示が可能であり、運転免許を簡素化し

ても安全性が著しく阻害されることはない。
＜その他に続き＞

路面電車の運転免許は「動力
車操縦者運転免許に関する省

令」
路線バスの運転免許は「道路

交通法」
路面電車運転士の外部委託
や派遣社員の受入れを認めな
いと定めた法令はない（平成
17年11月の「特区、規制改革・
民間開放集中受付月間」にて

回答）

付属資料１：ライトレール脚光 クル
マに頼らぬ街めざす 全国で70の構

想
付属資料２：民間主導でのＬＲＴの

実現に向けて
付属資料３：ＬＲＴとバスのコスト比

較

＜要望理由の続き＞
また同様に、「運転士を外部委託し
た場合には、指令員が運転経験な
しで就くおそれがあり、システム全
体で安全を確保してきた体系が崩
壊するおそれがある」ので外部委
託や派遣社員の受入れは認められ
ないとの回答を受けた。安全運行
システム導入線区では指令所で各
電車の位置等を正確に把握できる
ので、指令員は極端に高度で専門
的な知識・技能を要さない。また必
要によっては、運転業務を委託等
する相手先に指令業務も委託等す
る、相手先から出向社員を受入れ
る等により、運転経験ありの指令員
を配置することも可能である。

5041A 5041037 z16013
国土交
通省、

動力車
操縦者
運転免
許に関
する省
令第1３
条

運転免許を受けた者は、運
転免許証の記載事項のう
ち、本籍、氏名又は所属事
業者名に変更を生じたとき
は、遅滞なく、当該変更の事
実を証明する書類を添えて
地方運輸局長に申請書を提
出して、運転免許証記載事
項の変更の記入の申請をし
なければならない。

e -

動力車操縦者運転免許は、個人に対
して交付する運転免許である。運転
免許証には本人が所属する事業者名
が記載されているが、鉄道会社を退
職する場合には、運転免許証の所属
事業者欄の記載を削除する手続きを
とらなければならないことになってい
る。記載事項の削除の手続きを行っ
た後には、国は運転免許証の所属事
業者欄を空欄にして本人に返却して
いることから、国に返却しているという
ご指摘は事実誤認であり、それらが
派遣を不可能にしている理由にはな
らない。

－

社団法人日
本ニュービジ
ネス協議会
連合会

37 A 動力車操縦者の派遣
動力車操縦者の派遣を可能とす

る

現在、鉄道会社にて鉄道駅スタッフ
のアウトソーシングは行なわれてい
るが、有資格の運転手（鉄道会社Ｏ
Ｂ）そのものの派遣は実現していな
い。理由の一つは、鉄道会社退社時
に免許を返却していることにある。こ
の取扱いを改めて、派遣を可能とし

たい。

２００７年問題を含め、中高年退職者に対する
ステージを変えての職場創造が可能となる。雇
用、サービス、コストパーフォーマンスの観点
で、派遣会社と受け入れ会社ともにメリットがあ
る。今後、環境によいライトレール（路面電車）
構想も各地にあり、交通新時代に相応しい雇用
形態構築が望ましい。現行法では、今日各業
界で一般普遍的になっている派遣が想定され
いないので、これが見直しを望みます。

鉄道事業法第２５条　　　　　鉄
道営業法第１９条２
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5041A 5041048 z16014

経済産
業省、
国土交
通省、

「エネルギー
の使用の合理
化に関する法
律」（昭和54年
6月22日法律
第49号）　（以
下この行にお
いて「省エネ
法」という。）

「住宅に係る
エネルギーの
使用の合理化
に関する建築
主等及び特定
建築物の所有
者の判断の基
準」（平成18年
経済産業省・
国土交通省告
示第３号）
（以下この行
において「判
断基準」とい
う。）

「住宅に係る
エネルギー使
用の合理化に
関する設計、
施工及び維持
保全の指針」
（平成18 年国
土交通省告示
第378号）
（以下この行
において「指
針」という。）

　省エネ法においては、新築・増
改築や改修等の際に、省エネ措
置を適確に実施するよう努める
義務に加え、床面積2,000㎡以上
の建築物について新築・増改築
や大規模な改修等を行う場合に
は、所管行政庁への省エネ措置
の届出義務がある。

　判断基準は、住宅全体が満た
すべき断熱性能等の目標を示し
たものであり、全国を暖房度日
（日平均気温が18℃を下回る日
について、室温18℃と当該日平
均外気温との差を、暖房期間に
わたって合計した値）により６地
域に区分し、それぞれの気候条
件に応じて目標値を設定してい
る。
　また、指針は、判断基準を満た
すために部位ごとに求められる性
能を示したものである。

c

Ⅲ、Ⅳ地域における実際のエネル
ギー消費量や暖房費が、Ⅰ、Ⅱ地域
と比較して大きいという客観的な事実
が認められないため、基準の見直し
や施策の導入を行うことは適当では
ない。

－
㈳日本ニュー
ビジネス協議
会連合会

48 A
次世代省エネルギー基準
(以下｢省エネ基準」)の見直

し

①省エネ基準は地域ごとに住宅
の断熱性と気密性等の数値を定
め、住宅新築にあたってはその
基準を満たすよう求めている。基
準は北海道など寒冷地が厳しく、
温暖になるに従って緩くなってい
る。この結果、暖房が必要であり
ながら省エネ基準の緩い地域区
分Ⅲ-Ⅳの東北や北陸、関東甲
信越の方が、住宅の断熱性や気
密性が低いため、より寒さの厳し
い地域より暖房費が多くかかり、
年間の光熱費が高くなるという事

態が発生している。
②この地域は、家庭用のエネル
ギー消費に占める暖房の比率が
1/3から半分弱にも達しており、
省エネを推進する上で住宅性能

の向上が重要。

①省エネ基準の見直し－特に暖房
のエネルギー消費が大きいⅢ､Ⅳ地
域の断熱性、気密性の基準をより厳

しい数値に見直す
②各地域区分に合致するに止まら
ず、さらに上位の基準を満たすこと

を推奨する施策の導入

①産業用に比べ民生用の省エネルギーやＣＯ2
削減がなかなか進まない中、住宅性能の向上
は民生用の省エネ･ＣＯ2削減に大きく貢献す
る。  ②断熱材・建材の品質性能や工法の向上
によって、断熱性・気密性等の住宅性能は近年
飛躍的に高めることが可能になっており、技術
的・コスト的にも充分実現可能である。同時に
住宅産業のレベルアップ、活性化にも資する。
③各家庭の光熱費も削減することができる。

省エネルギー法　　住宅に係
わるエネルギーの合理化に関
する基準（平成11年）

5041A 5041049 z16015

農林水
産省、
国土交
通省、

公共土
木施設
災害復
旧事業
費国庫
負担法

公共土木施設災害復旧事
業は、被災した公共土木施
設を管理する都道府県等
が、当該施設について実施
する災害復旧事業であっ
て、国がその費用の一部を
負担するものである。

e

　公共土木施設災害復旧事業は、被
災した公共土木施設を管理する都道
府県等が、当該施設について実施す
る災害復旧事業であって、国がその
費用の一部を負担するものである。そ
して、その事業の期間は、事業の必
要性から決まるものであって、規制改
革・民間開放制度において検討の対
象となる性格のものではない。
　なお、公共土木施設災害復旧事業
のうち緊要なものとして政令で定める
ものについては、民政の安定及び被
害拡大の防止の観点から速やかな復
旧を図る必要があり、公共土木施設
災害復旧事業費国庫負担法の規定
に基づき、３箇年度以内に完了するこ
とができるよう国が負担金を交付する
予算措置が講じられているが、負担
金を交付した年度内に完了すること
が困難な場合は財政法に基づき、負
担金の支出を明許繰越と事故繰越で
最大２箇年繰越すことが可能となって
いる。

－
㈳日本ニュー
ビジネス協議
会連合会

49 A
道路、河川、下水道等の災
害復旧事業の事業期間の

延長について

道路､河川､下水道等の災害復
旧事業は、災害発生年から３ヵ
年で事業完了することと定めら
れている。しかし、災害の状況に
よっては、３ヵ年で工事完了する
ことが難しい状況である。
（中越地震で以下の状況が発
生）　　　・被災地は豪雪地域で
あり、雪のため半年近く工事が
施工できない。　　　　　・地震発
生は１０月末であるため、実質的
な事業期間は２ヵ年である。

・幹線道路である国・県道が被災
しており、工程調整をしながらの
工事となるため、工事期間が長く

なる。

災害復旧事業の事業期間を３ヵ年と
固定せず、被災地の各種条件を考
慮し、弾力的に運用していただきた
い。　　　　　具体的には、被災地の
県に権限をおろしていただきたい。

災害復旧事業のより効果的かつ徹底した遂行
が可能となる

・公共土木施設災害復旧事業
費国庫負担法　　　　　　　　　・
農林水産業施設災害復旧事
業費国庫補助の暫定措置に

関する法律

5041A 5041053 z16016
国土交
通省、

道路法
第４７
条第２
項

車両の寸法・重量等最高限
度を超えるものは道路を通
行させてはならない。

ｄ

　道路は一定の諸元の車両の通行を
想定し、この車両が安全かつ円滑に
通行できるよう設計されており、車両
制限令によって道路を通行する車両
の寸法、重さ等の最高限度（一般的
制限値）を定めている。
　道路管理者は、車両の構造又は積
載する貨物が特殊であるため、やむ
を得ないと認めるときは、当該車両を
通行させようとする者の申請に基づ
き、道路構造の保全及び交通の危険
防止の観点から審査し、必要な条件
付して通行できる場合は通行を許可
でき、現行制度で可能である。

－

社団法人日
本ニュービジ
ネス協議会
連合会

53 A
搬送時の道路の幅員規制

の緩和

液晶パネルの大型化に伴ない、
液晶製造装置の大型化も進んで
おり、幅員規制により装置の運
送が困難となっている。

幅員規制の緩和
規制緩和により、大型化した液晶製造装置の
搬送がよりスムーズになり、産業活動の効率

アップに寄与する。
都市計画法

5041A 5041062 z16017
国土交
通省、

①鉄道
事業法
第16条
②軌道
法第11
条

現行の運賃制度は、鉄道事
業者が自らの経営判断に基
づき設定した上限運賃につ
いて国土交通大臣に認可を
申請し（申請主義）、当該上
限運賃について国土交通大
臣の認可を受ければ、当該
上限の範囲内で弾力的に実
際の適用運賃を設定するこ
とが可能となっている。国土
交通大臣の認可の基準は、
「能率的な経営の下におけ
る適正な原価に適正な利潤
を加えたものを超えないも
のであるかどうか」とされて
いる（鉄道事業法第１６条）。
鉄道事業者は、認可された
上限額の範囲内で、競合関
係にある他の交通モードや
地域の状況等を勘案して、
自由に運賃の設定や変更を
行っている。

d -

左記の通り、鉄道の運賃は、基本的
に、鉄道事業者が自らの経営判断に
基づいて設定するものであり、国は、
鉄道事業者より申請された当該運賃
の上限について、「能率的な経営の
下における適正な原価に適正な利潤
を加えたものを超えないものであるか
どうか」、さらに、運賃が利用者に過
度の負担を強いるものでないか、特
定の旅客に対し不当な差別的な取扱
いをするものでないか等を審査してい
るのみである。従って、要望について
は既に現行制度で対応可能である。
学生・身体障害者等を対象とする割
引は、国が強制しているのではなく、
鉄道事業者の自主的判断により実施
されているものである。

－

(株)ライトレー
ル 社団法人
日本ニュービ
ジネス協議会
連合会

62 A
大都市圏以外及び新規開
業の鉄道・軌道事業の運賃

設定を自由化

鉄道事業においては、国土交通大臣
が事業者の申請する上限運賃を認可
する際、「能率的な経営の下における
適正な原価に適正な利潤を加えたもの
を越えない」という審査基準が定めら
れている。軌道事業においては、「旅客
運賃ノ認可申請書・・・国土交通大臣ニ
之ヲ提出スヘシ」と定められている。
それに対し、大都市圏以外及び新規開
業の鉄道・軌道事業においては、運賃
設定を完全自由化し、利潤最大化の価
格設定権を与えて民間活力を引出す。
その際、学生・高齢者・身体障害者等
へ多額の負担を求めることは社会的に
望ましくないので、文教・福祉政策等と
して利用補助する。それは「単に税財
源措置の優遇を求めるもの」ではなく、
運賃自由化で生ずると危惧される懸念
事項を解決するために提案するもので

ある。

自動車への過度の依存からの脱却が望ま
れる中、地方鉄道の大部分は赤字経営と
なっており、多額の公的補助による存続の
社会的合意もまとまらず全国で路線廃止
が続き、近年は名鉄旧岐阜3線・日立電
鉄・桃花台新交通線・鹿島鉄道といった沿
線人口の決して少なくない路線の廃止も進
んでいる。また、付属資料１にある通り、平
成15年時点でも全国に70のＬＲＴ（次世代
型路面電車）構想があるが、現行補助制度
のみでは採算性を確保できず、平成18年4
月に開業して成功している富山ライトレー
ルのように、さらなる公的補助なしには実

現できないと言われている。
それに対し本要望の実現により、事業者の
意欲向上とも相まってＬＲＴ・地方鉄道とも
に収益性を大幅に改善でき、多くのＬＲＴ構
想において現行補助制度のみで採算性を
確保できるようになり、多くの地方鉄道にお
いて最小の公的補助で存続・再生が可能
となる。詳細は、付属資料２の４．(1)に整理

している。

多くの地方鉄道及びＬＲＴ構想は、通学定期を中心に利
潤を最大化しない価格設定をし、赤字の実績または試
算となっている。一般産業分野においては、その商品価
値に応じた値付けをして利潤を得られれば更なる価値
向上を図るという好循環を繰返すのに対し、鉄道・軌道
事業は、その公共性ゆえに低価格設定の社会的圧力を
受け、特に通学定期の高率割引は業界の常識となって
おり、地方鉄道やＬＲＴ構想における採算性確保を困難
としている。そして結果的に、社会的に必要なサービス

が消滅したり、新たな出現を妨げている。
平成17年11月に規制改革要望を提出した際は、「鉄道
の運賃は、基本的に、鉄道事業者が自らの経営判断に
基づいて設定・・・要望については既に現行制度で対応
可能」との回答を得た。しかし現実は、多くの地方鉄道
再生策やＬＲＴ構想において、運賃設定を高くすることに
よって収益性を向上させることを検討対象外としており、
活力ある経済活動を期待する国の意思が事業者や自
治体に伝わっていない。国は、鉄道・軌道事業者や自治
体に対し低運賃や学生・障害者等の高率割引をなんら

強制していないことを明確化願いたい。
＜その他に続き＞

鉄道事業法第16条
軌道法施行規則第19条

付属資料１：ライトレール脚光
クルマに頼らぬ街めざす 全

国で70の構想
付属資料２：民間主導でのＬＲ

Ｔの実現に向けて

＜要望理由の続き＞
堺市が平成18年9～10月に東
西鉄軌道事業の企画提案を
募集した際、「施設整備費の
全額公共負担」の考えを明文
化した。そうすると、事業者は
減価償却費を意識せず、設備
の稼働率を高めるインセン
ティブが働かなくなる。例え
ば、運行頻度を2倍にするの
に、運営費は減価償却費を含
めないと2倍、含めると1.2倍く
らいになろう。サービス向上に
より利用者が1.3倍に増えると
すると、事業者は前記のス
キームだと目前の経費節減に
努めサービス向上の意志を
持ちにくい。それを回避するに
は 減価償却費まで経費負担
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5044A 5044001 z16018
国土交
通省、

道路運
送車両
法施行
規則第
35条の
3
道路運
送車両
の保安
基準第
８条・第
13条

被牽引自動車（牽引自動車
の自動車検査証に当該被
牽引自動車と同じ車名及び
型式を記載した牽引自動車
によって牽引されるものを除
く。）の自動車検査証には、
牽引自動車の車名及び型
式を記載しなければならな
い。
道路運送車両の保安基準
により、連結車両の走行性
能、牽引自動車及び被牽引
自動車の制動装置の安全
基準が規定されている。

ｃ

国際海上コンテナを輸送する被牽引
自動車については、キャンピングト
レーラ等（車両総重量2,000キログラ
ム未満の被牽引自動車であって、セミ
トレーラに該当しないものをいう。）と
違い、トレーラによって制動装置の種
類、性能が異なることから、各々の制
動装置の種類に応じて個別に牽引自
動車と被牽引自動車の組み合わせの
連結検討を行う必要があり、誤った連
結を防ぐために自動車検査証に連結
が可能な自動車の車名及び型式を記
載することとしていることから、自動車
検査証の記載内容を牽引自動車の
車名及び型式から車両総重量のみと

することは困難である。

要望者から提出された以下の再意見に対す
る貴省の御見解を御説明いただきたい。

　回答では、「トレーラによって制動装置の種
類、性能が異なることから、各々の制動装置
の種類に応じて個別に牽引自動車と被牽引
自動車の組み合わせの連結検討を行う必
要がある」との事であるが、国内を走行して
いる牽引自動車及び被牽引自動車双方とも
型式認定は取得しているのであるから、例
えば、トレーラの型式認定時にそうした連結
検討を一括して行っておくことで、トレーラの
型式に応じて連結可能な被牽引自動車（型
式）が自動的に決定されるような制度は考え
られないか。
　そうしたデータを公表し管理していくこと
で、自動車登録時における個別の連結検討
や自動車検査証への連結車両の型式等の
記入が不要となり、登録事務の簡素化・効
率化も期待できると考える。

福岡市 1 A
トラクターヘッド及びシャー
シの連結規制の緩和

　海上コンテナ等を輸送する際の
トラクターヘッドとシャーシの連結
においては、道路運送車両法施
行規則の規定により牽引車又は
被牽引車の自動車検査証に登
録されている車名及び型式の車
両しか連結できないこととなって
いるが、牽引車の第５輪荷重な
どの車両諸元上安全が確保され
る一定範囲内のシャーシについ
ては、キャンピングトレーラー等
の場合と同様に、自動車検査証
への記載を「牽引可能なセミト
レーラーの車両総重量は○○○
○ｋｇとする。」などの制限値の記
載に代えることで、車名・型式に
拘わらず連結可能としていただ

きたい。

（要望理由の続き）
　 したがって、こうした規制を緩和す
ることで、シャーシの共同利用が推
進されると共に、レンタカーなど
シャーシの調達手段が多様化する
ため、所有シャーシ数に拘わらない
柔軟な運送計画が可能となり、臨港
地区内の土地の有効活用と物流の
より一層の効率化が期待できる。
　なお、現在、国土交通省が進めて
いる日中韓シャーシの相互乗り入れ
に関しても、国内を通行するシャー
シの総量が増加することなどから、
この問題を先行して解決しておく必

要があると考える。

　海上コンテナ貨物においては、コンテナを積
んだシャーシをトラクターヘッドに連結し、工場
や物流センター等の拠点間やこれらとコンテナ
ターミナルの間を陸上輸送するが、臨港地区内
のシャーシ置き場にあらかじめ複数のシャーシ
を配置、夜間にコンテナの積み込み等を済ませ
ておき、ゲートオープン時間が限られるコンテナ
ターミナルとの間で一台のトラクターヘッドを往
復運行させることなどにより、タイムロスの少な

い効率的な輸送を実現している。
　しかし、トラクターヘッドとシャーシは物理的に
連結可能な車両であっても無条件に連結でき
るものではなく、道路運送車両法施行規則の規
定により牽引車又は被牽引車の自動車検査証
に登録されている車名及び型式の車両しか連
結できないこととなっているため、各事業者毎
に連結可能なシャーシを確保した上で臨港地
区に保管場所を用意する必要があり、港湾の
取扱貨物量の増加に比例し保管場所の不足が
深刻化していると共に、繁忙時には傭車等で連
結可能なトラクターヘッドの確保に時間を要し、
円滑な物流の阻害要因ともなっている。

（以下、「具体的事業の実施内容」欄に続く。）

道路運送車両法施行規則第
35条の3

特殊車両通行許可におけるト
ラクターヘッドとシャーシの連
結規制緩和(要望事項番号２）

と関連

5044A 5044002 z16019
国土交
通省、

道路法
第４７
条の２
第１項

道路運
送車両
法施行
規則第
35条の
3

【道路法】
車両の構造又は積載する貨
物が特殊であるため、やむ
を得ないと認めるときは、当
該車両を通行させようとする
者の申請に基づき、道路構
造の保全及び交通の危険
防止の観点から審査し、必
要な条件付して通行できる
場合は通行を許可できる。

【道路運送車両法】
被牽引自動車（牽引自動車
の自動車検査証に当該被
牽引自動車と同じ車名及び
型式を記載した牽引自動車
によって牽引されるものを除
く。）の自動車検査証には、
牽引自動車の車名及び型
式を記載しなければならな
い。

ｄ ー

特殊車両通行許可申請においては、
通行経路の道路状況と積載物を含め
た通行する車両の諸元に関して審査
しているところであるが、申請車両が
複数であっても、積載する貨物が国
際海上コンテナであり、車両の軸数な
ど審査に必要な条件が同一である場
合には、一の車両諸元に関する説明
書の添付で足りることとしており、現
行制度で可能である。
被牽引自動車の自動車検車証に牽
引する牽引自動車の車名及び型式、
若しくは牽引自動車の自動車検査証
に牽引する被牽引自動車の車名及び
型式が記載されている場合は連結可
能である。

要望者から提出された以下の再意見
を踏まえ、再度御回答いただきたい。

　回答では、一の車両諸元に関する
説明書の添付で足りることを以て「現
行制度下での対応が可能」とされて
いるが、要望の主旨は、特殊車両通
行許可申請時において必要とされて
いる「連結するシャーシの車名・型式
及び自動車登録番号」を「連結する
シャーシのサイズ等の上限」等、通行
許可の判断基準となる数値の表示に
変更することで、同じ車名・型式の
シャーシであっても異なった自動車登
録番号の車両を通行させる場合に
は、新たに特殊車両通行許可を得る
必要がある現行制度の改善を図って
いただきたい、という事であり、この点
についてご回答いただきたい。

福岡市 2 A
トラクターヘッド及びシャー
シの連結規制の緩和

　特殊車両通行許可を申請する
際に必要とされている「トラクター
ヘッド及びシャーシの車名・型式
及び自動車登録番号」を、「トラク
ターヘッドの車名・型式及び自動
車登録番号並びにシャーシのサ
イズの上限」等に変更することな
どで、サイズが一定範囲内の
シャーシについては、自動車登
録番号等に拘わらず連結可能と
し、申請時必要なシャーシの自
動車検査証の写しなどの添付書
類についても省略としていただき

たい。

　国際海上コンテナ貨物をトレーラー輸送する
場合、全長が１２ｍを超えることとなるため特殊
車両通行許可が必要となるが、トラクターヘッド
及びシャーシ双方の自動車登録番号等を特定
した上で申請する必要があり、許可された車両
以外での通行は認められていない。このため、
シャーシの更新時や他事業者の所有シャーシ
を利用した輸送時等においては、その都度改
めて許可を得る必要があり、申請に係る全車両
の自動車検査証の写しや車両諸元説明書等を
添付しなければならないなど事務も極めて繁雑
であることなどから、事業者の大きな負担と
なっており輸送コストを押し上げる一因ともなっ

ている。
　したがって、こうした規制を緩和することで、
シャーシの共同利用やレンタカーでの利用等
シャーシの調達手段が多様化し、所有シャーシ
数に拘わらない柔軟な運送計画が可能となり、
又、事業者の事務手続きも大きく軽減されるこ
となどから、物流のスピードアップとコスト削減

が期待できる。
　なお、現在、国土交通省が進めている日中韓
シャーシの相互乗り入れに関しても、円滑な国
内乗り入れによるシームレスな物流を実現する
ため この問題を先行して解決しておく必要が

車両の通行の許可の手続等を
定める省令第6条及び別記様
式、特殊な車両の通行許可事

務処理要領

自動車検査証登録内容変更
によるトラクターヘッドとシャー
シの連結規制緩和（要望事項

番号１）と関連

5045A 5045001 z16020
国土交
通省、

航空法第
28条第３項
「超軽量動
力機等に
関する航
空法第２８
条第３項の
許可の手
続き等に
ついて」
（空乗第１
８１号、平
成８年１０
月１日）
「超軽量動
力機等に
関する航
空法第２８
条第３項の
許可の手
続き等に
関する事
務処理要
領」（国空
乗第５３
号、平成１
３年４月１
日）

　「超軽量動力機及びジャイ
ロプレーンに関する試験飛
行等の許可について」（国空
機第１２３１号）の適用を受
ける超軽量動力機及びジャ
イロプレーン（以下「ＵＬＰ
等」という。）の操縦について
は、航空法第28条第３項の
規定による許可が必要であ
り、当該許可の要件の１つと
して、通達に定める健康診
断判定基準に適合し、心身
の状態が飛行を安全に行う
ことができることを要件とし
ている。

Ｃ

　ＵＬＰ等の飛行については、法第２８条第３項の許
可に際し、航空業務を行う上での安全性確保の観点
から、航空機の操縦環境の特殊性（飛行高度、機体
の挙動等）を勘案して必要な身体的要件として健康
診断判定基準を設定しているところである。
　当該要件と普通自動車または普通自動二輪車（以
下「自動車」という。）の運転免許の適性検査の基準
を比較した場合、視力、聴力および言語能力につい
ては全く同等の基準を定めているところであるが、自
動車運転免許の適性検査は、血圧、精神病等につい
ての検査が行われない、運動能力（四肢の異常の有
無に関することを含む。）についての判断基準が異な
る、航空業務に支障を来たす治療中の疾病の有無
についての確認が行われない等の相違がみられる。
　このため、法第２８条第３項の規定に係る身体的要
件については、自動車運転免許の適性検査の基準
をそのまま流用することは適当でない。
なお、法第28条第３項許可に係る健康診断書の有効
期限は、当該許可の申請を行う際に、当該診断書が
提出資料として認められる有効期限であり、許可後
の健康状態を証明する有効期限ではない。また、飛
行中に常時携帯しなければならないのは、許可書又
はその写しであり、許可申請時に提出した健康診断
書を携帯する必要はない（平成８年10月１日、空乗第
181号の「６．許可条件」に記載）。

－

要望者から提出された以下の再意見に対する貴省
の御見解を御説明いただきたい。

対応不可との回答を頂いた。
・今回の要望が認められなかったのは、血圧、精神
病等の検査基準について相違があることが理由であ
ると理解した。ただし、米国やカナダ、ＥＵ等では、レ
ジャー航空（スポーツパイロット等）の身体的負荷環
境を考慮して普通自動車の適性検査基準と同じとし
ているところであり、航空医学の分野では、我が国に
おいても十分対応可能と判断されるものである。直ぐ
に対応するのは無理としてでも、事実確認と今後の
調査継続を要望したい。例えば、米国のＦＡＡ（連邦
航空法）のPart61 Subpart J 等に示されている内容
を調査して頂きたい。そして、国際民間航空条約附
属書に則って我が国でも同等な身体基準で対応して
頂くことを要望したい。宜しくお願いします。

・有効期間について、通達の中では「提出資料として
認められる有効期限」というのが分かりにくかったた
め誤解していた。できれば健康診断書（様式４）の備
考３において、「＊３　航空法第28条第３項許可にお
ける提出資料として認められる健康診断書の有効期
限は診断日から１年とする。」と修正して欲しい。

・飛行中に常時携帯については、最近の航空法２８
条第３項に関する許可書の別添において、「飛行中
は、本許可書／健康診断書若しくはこれに相当する
証明等の写しを携帯．．．」と示されている。そこで、
平成８年の空乗第181号の「６．許可条件」の２）④の
要件と合わせて欲しい。
細かいことですが、宜しくお願いします。

個人 1 A
航空法第２８条第３項許可
申請における航空身体検
査証明方法の緩和

超軽量動力機等や自作航空機
に関する航空法第２８条第３項の
許可の手続きにおいて要求され
ている、操縦者（許可申請者）が
健康診断判定基準を満たしてい
ることを証明する方法として、普
通自動車運転免許、または普通
自動二輪車の免許証コピーの提
出による方法も認めるべきであ
る。公共機関による同等な適正
試験合格基準を活用して、航空
愛好家の身体検査の証明方法
を緩和することを要望する。

通達に関して、許可審査書類の要
件を見直して頂き、「医師の診断書
であって健康診断判定基準に適合
している旨を明らかにしたもの」に代
えて、普通自動車運転免許の適正
試験合格基準を満たしていることを
示す自動車運転免許証のコピーも
認める事務処理要領の緩和を実施
されたい。また地方航空局にとって
は、試験飛行等許可申請書および
その添付資料に記載する操縦者の
氏名、生年月日、住所を確認しやす
いメリットが得られる。これらにより、
航空安全を確保しつつレジャー航空
の発達、許可申請手続きの効率化
が見込め、、国内経済の活性化を図
る。さらには、レジャー航空を巡る昨
今の情勢として危惧されている無許
可飛行の撲滅を推進していく。

①航空局における通達に示された視力、聴力、色彩識
別（色覚）、運動能力の診断判定基準については、各都
道府県警における運転免許適性試験の合格基準と全く
同じか同等である。つまり、超軽量動力機等の操縦に関
する健康診断判定基準は普通自動車運転免許の適正
試験合格基準を参考に制定された背景があり、航空法
施行規則第６１条と比べてもともと緩い。また薬物中毒
の影響については、航空法第７０条にて航空業務禁止
の法規制が確保されている。この様に、レジャー航空操
縦者に必要な要件を適正に維持しながら航空安全を図
ることができると考えられるため、許可手続きにおける

航空身体検査証明方法の緩和を望む。
②現状は、健康診断書の有効期間（診断日から１年間）
と飛行許可期間（１ヶ月間から１年以内）がずれており、
また健康診断後に許可申請してから許可が下りるまで
通常約１ヶ月程度かかることから、健康診断の期限が
飛行許可期限より先に切れてしまう弊害がある。特に、
飛行クラブで一括して許可申請書を提出する場合に
は、各クラブ員の診断日に開きがあるため問題となりや
すい。一方、普通自動車運転免許は有効期間が１年以
上あり、飛行許可期間を活用しきることが可能となる。
③飛行中は、健康診断書の写しを携帯しなければなら
ないが、Ａ４コピー用紙の場合は折り目が付いて破けや
すいが、自動車運転免許証であれば所持しやすい。

・航空局技術部乗員課におけ
る通達「超軽量動力機等に関
する航空法第２８条第３項の
許可の手続き等について」（空
乗第１８１号、平成８年１０月１

日）

・航空局技術部乗員課におけ
る通達「超軽量動力機等に関
する航空法第２８条第３項の
許可の手続き等に関する事務
処理要領」（国空乗第５３号、
平成１３年４月１日）

（業務範囲）
・航空法第２８条

（航空身体検査証明）
・航空法第３１条

・航空法施行規則第６１条

添付資料１：国空乗第５３号（一部
改正）

http://www.mlit.go.jp/koku/04_outli
ne/02_anzen/03_keiryo/02_anzen/

ulpm.pdf
添付資料２：国空乗第５３号　様式

４
http://www.mlit.go.jp/koku/04_outli
ne/02_anzen/03_keiryo/02_anzen/

ulpgm.pdf

参考資料：
適正検査合格基準について、例え

ば
埼玉県警察

http://www.police.pref.saitama.lg.jp
/kenkei/menkyo/shutoku/tekisei/t

ekisei.html

愛知県警察
http://www.pref.aichi.jp/police/me

nkyo/502.html

医薬品について、
通達「航空機乗組員の使用する医
薬品の取扱いに関する指針」（国空
乗第４９１号、平成１７年３月３０日）

5045A 5045002 z16021
国土交
通省、

航空法（昭
和２７年法
律第２３１
号）第１１
条、
航空法施
行規則（昭
和２７年運
輸省令第５
６号）第１６
条の１４、
自作航空
機に関す
る試験飛
行等の許
可につい
て（平成１
４年国空機
第１３５７
号）
超軽量動
力機又は
ジャイロプ
レーンに関
する試験
飛行等の
許可につ
いて（国空
機第１２３
１号）

　超軽量動力機及びジャイ
ロプレーンに関する試験飛
行等の許可について」（国空
機第１２３１号）の適用を受
ける超軽量動力機、ジャイ
ロプレーン等（以下「ＵＬＰ
等」という。）については、原
則、場周空域（飛行場又は
場外離着陸場を中心とし
て、原則３ｋｍ以内の空域を
いう。）内における飛行のみ
認めているところ、「航空レ
ジャー無線等の無線設備を
装備すること。」等、附属書
に規定する適切な運航管理
体制の確保に係る要件を満
たすと認められる場合に
あっては、半径９ｋｍ以内ま
での範囲に飛行可能な空域
を拡大することができること
としている。

d －

ＵＬＰ等の飛行可能な空域拡大を認
めるに当たって「航空レジャー無線等
の無線設備を装備すること。」を要件
の１つとしているが、これはＵＬＰに装
備しなければならない無線設備を航
空レジャー無線に限っているものでは
なく、運航管理者と必要な無線連絡を
取ることが可能な無線設備の装備を
ＵＬＰ等に要求するものである。また、
本通達においては、機体登録番号の
無線使用についても禁止しているわ
けではない。

－

要望者から提出された以下の再意見に対する貴省の御見
解を御説明いただきたい。

「ｄ：現行制度下で対応可能」との回答を頂いた。自作航空
機（ＪＸ登録機）であっても、自家用軽飛行機（ＪＡ登録機）と
同様に航空無線を利用することによって航空安全を図るこ
とが可能と解釈します。
更なる意見を述べる前に、まず本要望で対象としている
サーキュラーは、国空機第１２３１号（平成１４年の初版）で
はなく、国空機第１１４２号（平成１８年度の改定版）である。
このサーキュラーにて、無線設備を航空用レジャー無線に
限っているものではないことは、文面から理解でき問題な
い。問題なのは、様式１２Ａの「装備品」に記載されている
のが「航空用レジャー無線」のみであり、他の航空無線が
指定できない状況にあることである。
また、地上の運航管理者と必要な無線連絡を取ることがで
きるように無線設備が要求されていることも理解でき問題
ない。問題なのは、飛行している機体どうしの無線連絡が、
航空用レジャー無線では行えないことである。その理由
は、電波法による開局免許の規定により異免許人所属の
携帯局との通話が行えないためである。半径９ｋｍとは言
え、同じ空域に異なる免許人（クラブ）の開局による航空用
レジャー無線が混在する可能性があり、また、場周経路が
ＶＯＲや自家用軽飛行機・滑空機の場外離着陸場と近接し
ている地域がある。
更なる意見としての要望は、①サーキュラーの様式１２Ａの
記載を修正して頂くこと。②ＪＲ機とＪＡ機との無線交信が可
能であることをサーキュラーNo.1-007に、ＪＸ機とＪＡ機との
無線交信が可能であることをサーキュラーNo.1-006にそれ
ぞれ追記して頂くこと、である。
なお、上記②は、航空特殊無線技士もしくは航空無線通信
士であって航空業務の技能証明を有する者のみ可能であ
ることもサーキュラーに明記が必要である。そして、操縦者
の技量向上による空域拡大と併せて、資格のステップアッ
プにより更なる安全なレジャー航空を目指すことを、サー
キュラーの中でアドバイスして欲しいと思う。宜しくお願いし

個人 2 A
自作航空機等の試験飛行
時における無線機について

通達規制の緩和

自作航空機や超軽量動力機等
に関する試験飛行において、通
達（航空機安全課）に示されてい
る飛行空域拡大の許可に係る無
線機の条件について緩和を要望
する。　具体的には、通達の附属
書の「１－１　使用機体」にて、①
装備可能な無線機の選択肢を広
げる。記載内容にて、「航空レ
ジャー無線等の無線設備を装備
すること。」の条件に代えて、「無
線従事者の資格要件に応じて
（航空用）無線電話（ＶＨＦ）、もし
くは航空レジャー無線機等の無
線設備を装備すること。」とする。
②無線使用時の航空機の機体
登録番号の通報について、通達
の識別記号通知書（様式１Ａ）で
登録された番号（ＪＸ○○○○、Ｊ

Ｒ○○○○）を認める。

同じ飛行空域における他の航空機との通信が
円滑に行えるよう、自作航空機や超軽量動力
機等についても無線従事者としての資格要件
に応じて搭載無線機の選択肢を広げる。

本来、自作航空機等は管制区または管制圏を
航行することは通達により禁止されているが、
他の自家用航空機等が自作航空機の方に接
近してくる場合があり、この場合は同一の無線
電話で交信できる用意がなされている方が安
全である。また、航空用チャートやＡＩＭ（航空局
監修の航空情報マニュアル）には場外離着陸
場で使用している航空無線電話用の周波数が
示されている。そこで、これら公開されている周
波数を用いて地上無線局からアドバイザリーを
受けたり、セルフアナンスによる飛行地点の通
報を行うことにとより、飛行安全の度合いが増

す。
具体的には、航空特殊無線技士もしくは航空
無線通信士の資格を有し、かつ航空業務の技
能証明を有する者は、航空無線機、ＡＴＣトラン
スポンダー、ＶＯＲなどの機体装備と使用を認

める。
これらにより、航空安全を確保しつつレジャー
航空の発達が見込め、国内経済の活性化を図
る。さらには、レジャー航空を巡る昨今の情勢と
して危惧されている無許可飛行の撲滅を推進し

ていく。

①通達（航空機安全課）の附属書の「１－１　使用機体」にて、
「航空レジャー無線等の無線設備を装備すること。」と示され
ていながら、これに関する提出資料（様式１２Ａ）では、「航空
無線レジャー無線」に限定されて他の無線機が選択できない
弊害がある。また、他の自家用軽飛行機、滑空機、あるいは
パラグライダーなどは、場外離着陸場を利用した離着陸であ
り、国土事情から自作航空機や超軽量動力機の飛行空域と
一部重なる可能性が高い。このため、違う無線機同士では円
滑な通信設定が行えず、弊害が生じる。特に航空レジャー無
線機は、一部の超軽量動力機やパラグライダーの愛好家の
みに普及し始めた機材であり、通達においてこれに限定して
しまうと、多くの他の航空機では既に他の無線機が搭載され
ていることから不都合が生じる。また航空レジャー無線機は
開局免許の規定により、異免許人所属の携帯局との通信が
行えないため、個人同士で免許を受けても互いに交信できな

い制約がある。
②航空レジャー無線の場合、航空愛好家グループに１人以上
の第３級陸上特殊無線技士以上の資格保持者が必要であ
り、新たな資格取得に対する負担が有る。航空業界では航空
特殊無線技士の取得者が多いことから、通達ではこの資格

の活用も可能とする緩和を望む。
③運航課による別な通達に準じて、有視界飛行方式により飛
行する航空機の異常接近防止対策としてＡＴＣトランスポン

ダー（モードＡ、Ｃ）の利用を促すことができる。
④ＡＴＩＳ（飛行場情報放送業務）や航空交通管制部などの公
共施設から、機上で最新の気象情報などを入手する手段を

確保でき、飛行安全に役立つ。

航空局技術部航空機安全課による通達
・「超軽量動力機又はジャイロプレーンに関
する試験飛行等の許可について」（サー
キュラーＮｏ．１－００７、平成１８年２月１３

日）
・「自作航空機に関する試験飛行等の許可
について」（サーキュラーＮｏ．１－００６、平

成１４年３月２９日）

航空局技術部運航課による通達
・「有視界飛行方式により飛行する航空機
の異常接近防止対策について」（国空航第

３５２号、平成１８年７月２８日）
・「ＩＦＲ機とＶＦＲ機との異常接近防止」（空
航第４５９号、平成９年６月１９日）

（無線従事者の資格）
・電波法第４０条第１項

（航空機の航行の安全を確保するための
装置）

・航空法第６０条
・航空法施行規則第１４５条
・航空法施行規則第１４８条

（試験飛行許可）
・航空法第１１条第１項ただし書き

添付資料１：サーキュラー
No1-007

http://www.mlit.go.jp/koku/0
4_outline/02_anzen/03_keiryo
/02_anzen/ulp2006.pdf

参考資料：
航空レジャー無線について、

例えば
http://kazemachi.skymate.net
/joho/radio/skysports.html

http://jhf.hangpara.or.jp/supp
ort/info/2006/20060118_2.ht

ml



様式２　全国規制改革及び民間開放要望書
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プ化番
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管理
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所管省
庁等

該当法
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措置の
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措置の概要（対応策） その他 再検討要請 要望主体

要
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事
項
番

要
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（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
その他

（特記事項）

5045A 5045003 z16022
国土交
通省、

航空法（昭和
２７年法律第
２３１号）第２
条、第１１条
及び第２８条
航空法施行規
則（昭和２７年
運輸省令第５
６号）第１６条
の１４及び第
５１条の２
自作航空機に
関する試験飛
行等の許可に
ついて（国空
機第１３５７
号）
超軽量動力機
又はジャイロ
プレーンに関
する試験飛行
等の許可につ
いて（国空機
第１２３１号）
超軽量動力機
等に関する航
空法第２８条
第３項の許可
の手続き等に
ついて（空乗
第１８１号）
超軽量動力機
等に関する航
空法第２８条
第３項の許可
の手続き等に
関する事務処
理要領」（国空
乗第５３号）

　自作航空機、超軽量動力機及
びジャイロプレーン（以下「レ
ジャー用航空機」という。）であっ
ても、事故等が発生した場合にお
ける搭乗者及び地上の第三者に
及ぼす被害は実用機と変わらな
いため、実用機と同等の飛行条
件を求めるのであれば、安全上
現行の適用基準に基づく耐空証
明の取得が必要であるが、レ
ジャー用航空機については、その
機体構造、強度、性能等が耐空
性基準（航空法第10条第４項）へ
の適合性の証明が困難であるこ
とから、レジャー目的で飛行する
者に限り、飛行場所、空域等の
限定を付して可能な安全性の確
認を行ったうえで試験飛行等許
可（航空法第11条第１項ただし
書）により飛行を認めているとこ
ろである。
　　また、気球については、現在
我が国航空法では航空機には該
当しないため、航空法第99条の２
第１項ただし書の規定により、航
空機の飛行に影響を及ぼすおそ
れがない一時的な行為として、そ
の飛行を許可しているところであ

Ｃ

我が国航空法は、国際民間航空条約附属書
に則っており、レジャー用航空機は当該条約
附属書においても航空機の取り扱いがない
ことから、我が国の耐空証明制度において、
要望にあるようなライトスポーツエアクラフト、
気球等の航空レジャー用機器（以下「ライト
スポーツエアクラフト等」という。）に特化した
耐空類別を設けていないところである。
　米国と我が国では航空環境が大きく異なる
ため、ライトスポーツエアクラフト等の取り扱
いについて米国の制度設計を比較対象とす
ることが必ずしも適当ではないと考えるが、
米国連邦航空規則においても、ライトスポー
ツエアクラフト等については、標準の耐空証
明とは別に特別な認証によりその飛行を認
めており、我が国の法的位置づけと異なるも
のではない。
　要望の区分を耐空証明類別に追加するこ
とは、ライトスポーツエアクラフト等について
も、機体について資格を有した整備士による
整備、改造に係る検査等他の耐空証明を有
する航空機と同等の要件が課せられ、また、
技能証明及び航空身体検査証明の対象とな
るなど、利用者にとって多くの義務が生じる
こととなる。

要望者から提出された以下の再意見に対する貴省の御見解を御
説明いただきたい。

対応不可との回答を頂いた。
この要望を出すに当り、我が国では、耐空証明がない限り「航空
機」としての取り扱いがないことは理解している。
標準の耐空証明とは別に特別な認証によりその飛行を認める方法
について、米国では「ライトスポーツエアクラフト」を設定したにすぎ
ない。ここで、なぜこのような認証方法を検討したかが我が国でも
参考にすべき課題だと思う。航空レジャー用機器の安全確保のた
めＡＳＴＭ規格による標準化を行い、その機体を認証している制度
であり、我が国でも導入していく価値が高いと思う。
例えば有名な「Ｊ３カブ」は耐空証明された機体であるが、同時にこ
の機体は「ライトスポーツエアクラフト」という耐空証明も取得してい
る。（型式証明とは異なり、詳細は 14 CFR Part 1.1 による。）
また航空機製造技術は進歩し、この１０年間でキット販売され我が
国にも輸入されている機体の巡航性能、航続距離、上昇率などは、
セスナC-152自家用軽飛行機を上回ってる。具体的には、ライトス
ポーツエアクラフトの巡航速度は120Kt、C-152は107Ktである。
キット機メーカーの技術向上が大きく寄与しており、アマチュアの航
空愛好家の製造と言えども高性能な機体が手に入る現状に合わせ
た見直しを図るべきと感じる。さらに付け加えれば、耐空証明を所
得できる十分の機能性能レベルの機体でありながら「航空機」とし
てではなく日本の空を飛行しているのは、費用負担などの理由から
耐空証明の申請手続きをしていないだけであり、レジャー航空から
見た航空法は、サーキュラーNo.1-006、およびNo.1-007による手続
きだけでは適正な状態を維持できない状態に差し掛かってきたもの
と危惧される。

なお、操縦者に技能証明などの義務が生じるのは当然であり、航
空愛好家としては全く問題ない。レジャー航空においては、知識と
技量を高めながらステップアップしていくことがヤリガイであり、技能
証明という目標がある方がむしろ望まれている。この認識を航空局
は誤解していると感じる。
レベル的には自家用操縦士より取得しやすいという点と、業務範囲
としては夜間の飛行や管制区内での飛行が禁止など自家用操縦
士の業務範囲より狭いという点において、「スポーツパイロット」とい
う技能証明が設定されている方が良い。米国では数年間かけて操
縦者、教官、試験官、整備士などのレジャー航空用資格を法整備
し、その取得者が増えるとともに、無許可飛行が激減している成果が

個人 3 A
航空レジャーに関する規制

緩和

航空レジャーの発展先進国である米国の法規制に類似し
た新しい国内規則の策定を要望する。米国のＦＡＲ（連邦航
空法）にて２００４年９月に改定された内容に近いものを我
が国の航空法および航空法施行規則に導入し、今まで
数々の通達で示されていた航空レジャーに関する多くの要
件を一旦整理して現状の実態に合わせた法制化を行い、

全国一律に適用すべきである。
具体的には、

①航空法第２８条の別表に示す技能証明にて、資格「ス
ポーツパイロット」、業務範囲「ライトスポーツエアクラフトに
乗り込んで、報酬を受けないで、無償の運航を行うライトス
ポーツエアクラフトの操縦を行うこと。」、資格「リペアマン」、
業務範囲「ライトスポーツエアクラフトの整備およびその確

認の行為を行うこと。」を追加する。
②航空法施行規則第５３条における技能証明の限定にて、
航空機の種類「ライトスポーツエアクラフト」、航空機の等級
「陸上単発機、水上単発機、動力付（着陸装置付）パラ
シュート（陸上・水上）、体重移動型（陸上・水上）、滑空機、

気球／飛行船、ジャイロプレーン」を追加する。
③航空法施行規則第６１条の２における身体検査基準に
て、資格「スポーツパイロット」、身体検査基準「第三種」、
航空身体検査証明書「第三種航空身体検査証明書」を追
加する。ここで、別表第４に記載にて、「第三種」を追加し、
その基準は、普通自動車運転免許の適正試験合格基準と

同じとする。
④航空法施行規則第４２条による別表第２にて、資格「ス
ポーツパイロット」飛行経歴「飛行機、ジャイロプレーン、体
重移動型、飛行船20時間、滑空機10時間、気球7時間、動

力付パラシュート12時間」を追加する。
⑤航空法施行規則の附属書第一にて、耐空類別「飛行機
ライトスポーツエアクラフト　Ｌ」、摘要「最大離陸重量６００ｋ
ｇ以下の単発のプロペラ飛行機であって、水平最大速度が
２１６ｋｍ／ｈ以下、及び飛行機普通Ｎが適する飛行及び曲
技飛行に適するもの（座席数が２以下であるものに限

る。）」を追加。

我が国の自作航空機や超軽量動力
機の要件について、米国のライトス
ポーツエアクラフトを参考に見直しを
図り、航空愛好家が組立製作した機
体を航空の用に供するためには、機
体の安全性等を確認するための運
用限界を指定して、新設する耐空類
別Ｌによる耐空証明を受ける。

自作航空機や超軽量動力機を操縦
するためには、従来の技量認定に
代えてスポーツパイロットの技能証

明を受ける。
これにより飛行目的は、通達に従う
試験飛行としてではなく、自主的な
飛行試験、訓練飛行、レジャー飛行
となり本来のニーズと整合性のとれ
たものとなる。つまり、航空法を遵守
する意識が高まり、航空安全の秩序

を維持できる。

自作航空機あるいは超軽量動力機等に関する具体的な航空法施行規則が無いた
め、現在では航空局が制定する通達が適用されている。一方、米国でも自作航空機
については数年前まで同様の状態であったが、実態に合わなくなりＦＡＲの改定に

至った経緯がある。
ここではまず航空レジャーの実態を再確認し、次に航空法の法制化の話に結びたい

と考える。
航空愛好家の実態は、概ね次の様な２極化されている状況と推察される。すなわ
ち、耐空証明を取得した航空機に乗り組んでその運航を行う者（自家用操縦士以上
の技能証明を有する者）と、耐空証明を取得していない航空機に乗り組んでその運
航を行う者である。このうち後者の者は、概ね次のようなメリットに共感して選択した

ものと思われる。
①型式証明されていない機体を扱うことにより、自分の好みに何度でも改造を行い
やすい。②耐空証明されていない機体を扱うことにより、航空整備士によらず自分の
手で整備が行え、維持費用を押さえられる。また手を加えただけのヤリガイが得られ
る。③キット販売されている機体が多く、耐空証明済みの完成機に比べて購入費が
安く済む。また、自分が乗る機体を熟知でき航空愛好家としての喜びが得られる。④
キット機の技術レベルが向上し、操縦安定性、最大水平速度、航続距離が軽飛行機
と同等レベルに達したため操縦が楽しい。⑤機体重量が軽量であるため失速速度が
遅く離着陸練習しやすいため、軽飛行機を用いた自家用操縦士の資格取得と比べ
わりと短期間で安価な練習費ですむ。このようなニーズがあるため、航空レジャーは
今後も発達しつづけ、例えば自家用操縦士でありながら自作航空機に乗り込むケー

スも少なくない。
　さてここで再び航空法の話に戻るが、まず、耐空証明がある場合は航空法がその
まま適用され問題ない。問題なのは耐空証明がない場合であり、航空法では試験飛
行許可の扱いとなっているためその事務処理手続きは通達に示された要件に従う
が、航空局各課が制定する内容の整合性がとれていなかったり、頻繁に手続きが変
わるなどの弊害があるように感じられる。例えば、航空機製造メーカーによる商業開
発の場合と航空レジャーの場合とを分けることにより、航空愛好家への一定の配慮
がなされているが、残念ながらかえって複雑となり航空局各課の調整が行き届いて
いない部分が生じているように感じられる。各通達の間で用語の統一がなされていな

かったり、単純な誤記が見受けられる。
航空愛好家のニーズから見ると、試験飛行許可申請が複雑と感じやすく、無許可飛
証明を取得するための試験飛行の技術基準をそのまま航空愛好家に適用することは困
備を模索し、２００４年９月にＦＡＲの改定に至ったとのことである。我が国においてもこ

航空局技術部航空機安全課による
通達

・「超軽量動力機又はジャイロプレー
ンに関する試験飛行等の許可につ
いて」（サーキュラーＮｏ．１－００７、

平成１８年２月１３日）
・「自作航空機に関する試験飛行等
の許可について」（サーキュラーＮ
ｏ．１－００６、平成１４年３月２９日）

航空局技術部乗員課における通達
・「超軽量動力機等に関する航空法
第２８条第３項の許可の手続き等に
ついて」（空乗第１８１号、平成８年１

０月１日）
・「超軽量動力機等に関する航空法
第２８条第３項の許可の手続き等に
関する事務処理要領」（国空乗第５
３号、平成１３年４月１日）

（試験飛行許可）
・航空法第１１条第１項ただし書き

・航空法第２８条第３項

添付資料１：サーキュラー
No1-007

http://www.mlit.go.jp/koku/0
4_outline/02_anzen/03_keiryo
/02_anzen/ulp2006.pdf

参考資料：
米国飛行連盟によるＦＡＲ改

正の解説
http://www.sportpilot.org/lear

n/sp_rule.pdf

日本語解説
http://www.eaa-

japan.org/pro/splsa/splsa_a.fil
es/frame.htm

米国ＦＡＲ　Part61　Subpart J
http://www.airweb.faa.gov/Re
gulatory_and_Guidance_Library
/rgFAR.nsf/3276afbe72d0092
0852566c700670189!OpenVie
w&Start=1&Count=200&Expa

nd=24.11#24.11

5050A 5050001 z16023
国土交
通省、

公営住
宅法第
23条、
同法施
行令第
６条第
１項

公営住宅においては、一般
に住宅に関する公的援助の
必要性の高い同居親族の
ある者に限って入居を認め
ており、単身者については、
身体的・社会的制約により
住宅に現に困窮しているに
もかかわらず、適正な水準
の民間賃貸住宅に入居する
ことが困難であるため、その
住生活の安定を図るために
は公営住宅の供給等による
公的援助を行う必要がある
者（高齢者、障害者等）に
限って入居を認めているとこ
ろである。

c

   犯罪被害者のうち、ＤＶ被害者については
加害者から身を隠しつつ住まいを確保する
必要があるが、そのような状況で民間賃貸
住宅に入居することは保証人確保が困難な
こと等にかんがみ極めて困難であることか
ら、平成17年12月の政令改正により単身入
居を可能としたところである。しかしながら、
犯罪被害者については多種多様であり、犯
罪被害により従前の住居に居住することが
困難となったからといって、ＤＶ被害者等に比
べ一般的に民間賃貸住宅への入居が困難
な事情等があるとまでは言い難く、また、現
に住宅に困窮し、公営住宅に入居できてい
ない同居親族のある者等が多数いる中で、
単身入居を認めることは公平性の観点から
も困難である。
   また、公営住宅の本来の入居対象者の入
居を阻害せず、公営住宅の適正かつ合理的
な管理に支障のない範囲内で、国土交通大
臣の承認を得た上で、住宅に困窮する単身
の犯罪被害者に公営住宅を目的外使用させ
ることにより対応可能であり、その取扱いに
ついて、「犯罪被害者等の公営住宅への入
居について」（平成17年12月26日国住総第
137号住宅局長通知）により示したところであ
る。

－ 京都府 1 Ａ
公営住宅の入居者資格の

緩和

・犯罪被害者等の公営住宅への
入居について、単身でも入居が
できるように、入居者資格である
同居要件を緩和するべきであ

る。

・犯罪被害者等の公営住宅への優先入居は、
入居要件（同居要件、収入要件等）を満たす者
について優先的な取り扱いがされている。

・しかし、事件により従前の住居に居住すること
が困難となった単身の犯罪被害者等は、入居

要件を満たさず入居できない。
・そのため、ＤＶ被害者等と同様に犯罪被害者
等についても同居親族要件を緩和し、単身での

入居を可能とするべきである。

（入居者資格）
公営住宅法第２３条
（入居者資格）

公営住宅法施行令第６条

5051A 5051007 z16024
国土交
通省、

自動車
損害賠
償保障
法
第７条
第２
項、
第７条
第３
項、
第８条

  契約期間中に異動事由が
生じた場合には、保険の証
明内容と当該自動車に関す
る実態を符合させ、保険証
明書の記載の真正性を確保
する趣旨から、保険契約者
は当該異動事由についての
記入を受けなければならず
（自賠法第７条第２項）、か
つ、保険会社は、証明書の
変更の申出があったとき
は、遅滞なく記入しなければ
ならない（自賠法第７条第３
項）。
　また、自動車は自賠責保
険証明書を備え付けなけれ
ば、運行の用に供してはな
らないこととしている（自賠
法第８条）。

b

自賠責保険契約の異動事由が生じた
場合に必要となる異動の手続につい
ては、それが自動車に備え付けられ
る自賠責証明書に反映されていなく
ても、被害者救済に直ちに支障をきた
すとは考えにくい点もあることから、手
続を簡素化する方向で可及的速やか
に検討することとしたい。

検討スケジュール（結論及び実施時
期）をお示しいただきたい。

（社）日本損
害保険協会

7 A
自賠責保険の実務に関す
る各種規制の緩和

①自賠責証明書の記載事項に
変更があった場合は変更内容を
証明書に記入を受けなければな
らないこととなっているが、記載
事項に変更があった場合に手続
きに一定の猶予期間を設けて、
後日保険会社から異動承認書を
交付するという任意保険の異動
と同様の手続きを認めていただ
きたい（契約者はオリジナルの自
賠責証明書と異動承認書を合わ
せて携行することとなる）。

②上記の異動手続期間中にも車
両の運行を可能としていただき

たい。

異動手続きの利便性向上により、迅
速な異動手続きを可能と出来る。
※なお異動処理発生件数は約２３万
件／年（損保全社計）である。

・自動車検査証の記載事項の変更については
手続きに１５日以内の猶予期間が認められて
おり、自賠責証明書についても同様の猶予をお

願いするものである。
・仮に猶予期間中に事故が発生したとしても実
際の保険金支払いまでには一定期間を有する
ため、それまでには必ず異動手続きが行われ、
本改正は保険金の支払い、被害者保護を後退

させるものではない。
・自動車保険をはじめ自賠責保険以外の損害
保険では、期間中に異動事由が生じた場合に
異動承認書を発行する実務が一般的である
が、支払手続の煩雑化その他の被害者救済上

の問題は生じていない。
・現行法令下では、契約者は異動手続き期間
中には車両の運行が出来なくなるが、本改正
により異動手続き期間中も車両の運行が可能

となるというメリットが認められる。
・上記改正は自賠法第７条第２項の速やかな履

行に資するものであると考えられる。

自賠法第7条第2項、第8条

5054A 5054040 z16025
国土交
通省、

道路法
施行令
第１７
条
関東地
方整備
局道路
占用共
通指示
書４２
条（埋
戻しの
材料及
び方
法）

掘さく土砂をそのまま埋めも
どすことが不適当である場
合においては、土砂の補充
又は入換を行った後埋めも
どすことされている。

ａ Ⅳ

　占用工事に伴う道路の復旧方法に
ついて、道路の構造を保全し、交通の
危険を防止するなどの観点から掘さく
土砂をそのまま埋めもどすことが不適
当であると道路管理者が個別に判断
する場合に限って、土砂の補充又は
入換を行った後埋めもどす取扱いと
することを今年度中に道路管理者に
周知する。

要望者から提出のあった以下の再意見を踏
まえ、再検討いただきたい。

・この要望は、歩道や生活道路（幅員６m程
度以下の狭い道路）等においては掘さく土
砂をそのまま埋め戻したとしても道路の構造
の保全に支障を及ぼさないと思料されること
から、このような場所における掘削土砂によ
る埋めもどしをお願いするものである。
・歩道や生活道路等における掘削土砂の埋
めもどしは、横浜市等の一部地方自治体で
既に実施しているが、実施していない地方
自治体においては掘削土砂による埋めもど
しの運用が不明瞭であるため、「措置の概要
（対応策）」においては、掘削土砂による埋
めもどしができる場所（歩道や生活道路等）
を明記し、以下のように変更していただきた
い。

「占用工事に伴う道路の復旧方法につい
て、道路の構造を保全し、交通の危険を防
止するなどの観点から、歩道や生活道路等
の交通荷重による影響が少なく道路の構造
の保全に支障を及ぼさない道路においては
掘削土砂をそのまま埋め戻すこととし、道路
の構造の保全に支障を及ぼしそのまま埋め
もどすことが不適当であると道路管理者が
個別に判断する場合に限って土砂の補充又

（社）日本経
済団体連合
会

40 A

歩道や幅員が狭く交通量の
少ない道路における掘さく
土砂の埋め戻しの承認【新

規】

歩道や生活道路(幅員６ｍ程度
以下の狭い道路）等の交通荷重
による沈下の恐れのない道路に
おいては、掘さく土砂の埋め戻し

を承認すべきである。

①歩道や生活道路（幅員６m程度以下の狭い
道路）等においては、掘さく土砂をそのまま埋
め戻したとしても、交通荷重による沈下の恐れ
がないと思料されることから、各道路管理者に

おいても承認すべきである。
②現状では埋めもどしは砂に入替えて実施し
ているため、発生する土砂の処理、土砂処分に
必要なダンプ等の車両によるCO２・ＮＯＸの発
生や交通渋滞そして埋めもどし用砂採掘に伴う
自然破壊などの諸問題が生じている。しかし、
掘さく土砂を現場内において再利用することに
より、環境対策や路上工事縮減の観点から効

果が有る。

道路法施行令第17条
関東地方整備局道路占用共
通指示書第42条（埋戻しの材

料及び方法）

占用のため道路を掘削した場
合の復旧方法の一つとして、
道路法施行令第17条におい
て「掘さく土砂をそのまま埋め
もどすことが不適当である場
合においては、土砂の補充又
は入替を行った後埋めもどす
こと」と規定されている。この
場合「土砂をそのまま埋め戻
すことが不適当である場合」
の判断は、各道路管理者の
判断で定められているところ
であるが、交通荷重による沈
下の恐れがないと思料される
歩道部分や生活道路（幅員６
ｍ程度以下の狭い道路）等に
おいては、一部の道路管理者
と試行中のものを除き、”不適
当でない”と思料される掘さく
土砂についても、”不適当”と
判断されているのが現状であ

る。



様式２　全国規制改革及び民間開放要望書

要望
管理
番号

要望事
項管理
番号

分割
補助
番号

グルー
プ化番
号

管理
コード

所管省
庁等

該当法
令

制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要（対応策） その他 再検討要請 要望主体

要
望
事
項
番

要
望
種
別
（規

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
その他

（特記事項）
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総務
省、国
土交通
省、

消防法
第１７
条第１
項
消防法
第１７
条第３
項
消防法
施行令
第２９
条の４
建築基
準法施
行令第
123条
第3項
建築基
準法施
行令第
129条
の13の
3第3項

　平成１５年６月に消防法の
一部を、平成１６年２月に消
防法施行令の一部を改正
し、消防用設備等に係る技
術上の基準に性能規定を導
入したところである。

　また、建築基準法は、国民
の生命、健康、財産を保護
するため、安全及び衛生の
観点から、建築物の用途、
規模等に応じて、建築物の
構造及び設備等に関する最
低限の基準を定めているも
のである。
　特別避難階段及び非常用
エレベーターは火災等の災
害時にその機能を発揮する
ものであることから、特別避
難階段付室及び非常用エレ
ベーター乗降ロビーにおい
ては、バルコニー又は直接
外気に向かって開くことがで
きる窓もしくは排煙設備を設
けることとしている

ｂ Ⅲ

消防法における加圧防煙システムに
係る客観的検証法については、「防火
対象物の総合防火安全評価基準の
あり方検討会」の検討結果等を踏ま
え、現在「消防活動支援性能のあり方
検討会（平成17年度に設置）」におい
て、同システム採用時における特別
避難階段附室と非常用エレベーター
乗降ロビーとの兼用も含めその具体
的な技術基準の検討を行っていると
ころである。

また、消防法における加圧防煙シス
テムに係る技術基準の検討を受け、
建築基準法においても、特別避難階
段付室と非常用エレベーター乗降ロ
ビーが兼用された場合における加圧
防煙システムの利用について検討を
行っているところである。

本課題における建築計画上の影響は
決して小さいものではなく、資源の効
率的利用の面でも少なからず影響す
るものである。
したがって、消防法における検討およ
び法制化の具体的スケジュール、そ
れを受けての建築基準法上の検討の
方向性、現行の排煙方式と加圧防排
煙方式との整合性などの検討内容の
情報開示、および具体的スケジュー
ルをわかりやすい形でタイムリーに公
表すべきである。
なお、昨今の景気回復局面における
都市開発の活性化により、民間では
多くの開発予定案件が控えているた
め、これらの早急な実現を図るべきで
ある。

（社）日本経
済団体連合
会

43 A
非常用ＥＬＶ乗降ロビーの
仕様の性能規定化

非常用ＥＬＶ乗降ロビーの仕様に
ついて、性能規定化を迅速に行
い、かつ速やかに建築基準法の
改正も行い、整合がとれた形で
の早期性能規定化を行うべきで

ある。

容積の有効利用を考えると、高層建物のほと
んどが特別避難階段の附室と非常用ＥＬＶ乗降
ロビーは兼用した兼用附室を採用する。その
際、性能設計上乗降ロビーが除外されているた
め、有効な設計計画ができない状態にある。ま
た排煙に関する基本的なスタンスが異なってい
る。（建築は入ってきた煙を排出するための排
煙、消防は煙を入れないための排煙（加圧））こ
の点も含め、早急に非常用ＥＬＶ乗降ロビーの
仕様の性能規定化（消防法、建築基準法とも）

すべきである。

建築基準法施行令　第123条3
項　第129条の13の3
消防法　第17条

消防法施行令　第29条の4

多くの高層ビルでは、特別避
難階段の附室と非常用ＥＬＶ
乗降ロビーは兼用されてい
る。現状附室については性能
規定化がなされており、その
構造や排煙設備などについて
緩和可能だが、非常用ＥＬＶ
乗降ロビーについては性能設
計の対象から除外されてい
る。（乗降ロビーについては消
防庁側にて性能規定化が検

討進行中）
非常用ＥＬＶ乗降ロビーの仕
様について、消防庁にて性能
規定化へ向けて検討が進行
中で、検討内容の報告が「防
火対象物の総合防火安全評
価基準のあり方検討報告書
（平成１６年度）平成１７年３
月」でなされているが未だこの
内容から進捗していない。
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国土交
通省、

都市再
開発法
第３条
都市再
開発法
施行令
第１条
の３

　市街地再開発事業の施行
区域要件のうち、区域内の
建築物に係るものとしては、
区域内の耐火建築物の建
築面積の合計が、当該区域
内にある全ての建築物の建
築面積の合計のおおむね
三分の一以下であること又
は区域内の耐火建築物の
敷地面積の合計が当該区
域内の全ての宅地の面積
の合計のおおむね三分の
一以下であることを原則とし
ているところであるが、地階
を除く階数が二以下である
耐火建築物等については、
上記の要件の算定にあたり
耐火建築物として扱わない
こととされているところであ
る。
　なお、本回答における「旧
耐震基準」とは、昭和５６年
（１９８１年）６月１日以前の
基準のことをさす。

c

　市街地再開発事業の施行区域要件
は、区域全体の土地利用状況からみ
て市街地再開発事業による面整備の
必要性を判断するものである。旧耐
震基準建築物の存在により直ちに区
域全体の都市機能の低下、土地の低
利用が発生しているとは法制的に整
理できない。

都市再開発法第１条にもあるとおり、
「都市における土地の合理的かつ健
全な高度利用と都市機能の更新とを
図る」ものである。現状は「耐火建築
物が区域の３分の１以下」といったよ
うな不燃化を目的とした法体系になっ
ているが、既に都市の不燃化は相当
進んでおり、現在の都市機能の更新
を図るためには不燃化以上の更なる
目的拡大が不可欠である。昨今の地
震や耐震強度偽装等の問題もあり、
耐震性能を含めた建物の性能への
国民的関心は非常に高くなっている。
特に阪神大震災などでは、いわゆる
新耐震建物と比して旧耐震建物の損
傷が著しいなど、機能の低下は発生
していなくとも実際に機能の不足が判
明しており、これを地域全体での建替
えという方法で是正することができる
再開発事業で行えるようにするべき
である。
従って、都市再開発法においても不
燃化のみを前面に出した法体系から
の脱却を図るべきであると考えるが、
所管省庁としての国土交通省の見解

（社）日本経
済団体連合
会

44 A
市街地再開発事業におけ
る旧耐震建築物の取扱い

に関する見直し

 
都市再開発法第３条第２項に定
める市街地再開発事業の施行
区域要件において、耐火建築物
のうち旧耐震建築物（１９８１年以
前の建築物）を非耐火建築物と
同様に取扱うべきである。

近年、都心部において直下型地震が発生した
場合に想定される被害が甚大となることが懸念
されており、耐震化促進や密集市街地対策を

緊急的に求められている。
耐火構造であっても、旧耐震基準の建築物は、
大地震により崩壊した場合、避難路を塞いだ
り、ガス・電気・水道等のインフラが切断される
など、建物自身の危険性のみならず、周辺の
防災機能にも悪影響が出る可能性がある。
従って、周辺への環境にも配慮した耐震化促
進や密集市街地対策として有効である市街地
再開発事業を促進するため、旧耐震建築物は
非耐火建築物と同様の取扱いをする法改正す

べきである。

都市再開発法第３条
都市再開発法施行令第１条の

３

都市再開発法施行令におい
て、建築物の耐用年限が定め
られており、耐火建築物とみ
なさないようになるにはその
年限の２／３を経過しなけれ
ばならない。最も耐用年限が
長いものは、鉄骨鉄筋コンク
リート（ＳＲＣ）造や鉄筋コンク
リート（ＲＣ）造の事務所等で５
０年となっており、２／３を経
過するには３３年以上の経過

を必要とする。
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国土交
通省、

建築基
準法第
４４条
道路法
第３２
条、第
３３条、
第４７
条の５

立体道路制度が適用になる
のは、道路の新設、改築の
場合に限られており、道路
の種別も自動車専用道路等
に限定されている。
また、占用が認められるの
は、道路法第３２条に掲げら
れる物件等に限定されてい
る。

ｂ

　「規制改革・民間開放推進３か年計
画（再改定）」において規定されている
とおり、既存道路における道路空間と
建築物の立体的利用については、道
路の有する様々な機能を低下させる
ことなく、周辺も含めた一定規模の街
区全体の環境改善に資するような開
発について、具体的な事例や構想を
踏まえつつ、占用制度の運用等につ
いて改善すべき点がないかどうか継
続的に検討を行うこととしており、その
ような具体的な事例や構想があれば
お示し頂きたい。

本要望は、都市機能の更新の際に魅力的な
街づくりを行う上での一助になるものであ
る。貴省回答にあるような参考事例として
は、添付資料の写真のようにシンガポール
などの海外においては国をあげて推進して
いるところを参照されたい。国際的水準にお
けるわが国の都市の魅力を向上していくた
めにも、弾力的な道路空間の利用を推進す
べきである。
また、具体的な構想については、現行の制
度上、既存道路区域内において建築するこ
とには制限があるため、以下に述べるような
開発計画が進められているのが現状であ
る。
今回当初要望の要望理由にも記載したが、
街区間にある道路全てを廃道する開発（添
付資料 事例Ａ）の場合ならまだしも、街区間
の道路の一部を廃道する開発（添付資料 事
例Ｂ）のような場合には、開発から残された
部分の交通事情に著しい不利益を生じるこ
とになる。現状、細街路が多い複数街区をま
とめて開発する場合、廃道対象となる細街
路は区市町村道といった場合が多く、当該
地方公共団体の利益不利益の中で利益が
上回れば廃道して事例Ｂのような開発を推
進している。
こうした開発においては、廃道はしても通行
機能のみを事業者に確保させることも多い

（社）日本経
済団体連合
会

45 A
道路区域の立体的利用の

促進

再開発事業などにより、複数街
区を一体的に開発する場合に
は、街区内の既存道路上に人工
地盤をつくり建築することを可能
とするなど、占用基準の見直しや
立体道路制度の拡大などにより
街区（賑わい）と交通の連続性を

確保すべきである。

現状道路区域を立体的に利用できる制度（占
用、立体道路）は、利用する基準が限定的であ
るため、現実の開発においては廃道などの手
法により街区を一体的にする方法などがとられ
ている。この際に両端までではなく、街区の途
中までの廃道をする計画もあり、交通網を遮断

することもある。
また、シンガポールなど他のアジアの国々で
は、道路上に建築物を渡すといった道路区域
の立体的な利用を可能とすることで、魅力ある
街づくりを行っており、国際的な都市競争力向
上という観点からも規制緩和すべきである。

建築基準法第44条、
道路法第32条、第33条、第47

条

道路区域内においては、地上
部分に建築物は建築できず、
また立体道路制度の適用が
可能とされる道路も新設の自
動車専用道路などの高規格
道路に限られている。

（都市再生特別地区内でも、）
細街路の多いエリアでは、一
つの街区だけでは十分な街
区規模にならず、高度利用や
一体的な街並みをつくる開発
が困難なため、複数街区の一
体開発が必要だが、現状では
廃道や道路の付替え等が必
須となり、街並みと交通双方
の連続性を確保した開発が困

難となっている。
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国土交通大臣許可に係る申
請書類等の提出部数につい
ては、正本一通及び営業所
のある都道府県と同一部数
の写しと規定されている。

c

  建設業許可に係る電子申請に関し
ては、実施のために必要となるシステ
ム整備コスト、さらには当該申請の実
施が行政事務の効率化の観点から優
位と判断されるか等の観点から、その
実現の可否について慎重に検討して

いく所存。

要望者から提出のあった以下の再意
見に対し、再度、貴省から回答いただ
きたい。『企業の負担軽減や利用者
にとっての利便性向上の観点から、
今後の検討スケジュールを示した上
で、建設業における許可申請の電子
化を容認すべきである。』

（社）日本経
済団体連合
会

49 A
建設業における許可申請
の電子化の容認【新規】

建設業における許可申請の電子
化を容認すべきである。

　電子申請が実現すれば、企業としては、書類
の作成工数、関係都道府県への発送作業工数

(送料)などの負担が軽減できる。
　さらに、情報の電子化により、現在は、副本が
ある都道府県窓口に赴いて内容を確認してい
る利用者にとっても、インターネットからデータ
が確認できる等、利便性向上を図ることができ

る。
　国土交通省重点施策(平成18年8月4日）の中
に、企業情報（建設業者を含む）を業種ごとに
データベース化する旨の記述があるが、同様
のデータを扱う建設業の許可申請に関しても、
併せて申請の電子化を容認すべきである。

建設業法施行規則第5条､7
条､12条

　建設業における国土交通大
臣許可の更新を受けようとす
る者は､有効期間満了の日前
30日までに申請書を提出しな
ければならない。必要書類
(「許可(更新)申請」､「役員等
の変更届」､「営業年度終了
届」)の提出に際しては､正本
一通及び営業所のある都道
府県の数と同一部数の写しが

必要である｡
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内閣官
房、警
察庁、
法務
省、厚
生労働
省、国
土交通
省、

・テロの未然
防止に関する
行動計画（平
成１６年１２月
１０日国際組
織犯罪等・国
際テロ対策推
進本部決定）
・旅館業法施
行規則（昭和
２３年厚生省
令第２８号）第
４条の２
・旅館業法施
行規則の一部
を改正する省
令の施行につ
いて（平成１７
年２月９日付
け健発第
0209001号厚
生労働省健康
局長通知）
・旅館業法施
行規則の一部
を改正する省
令の施行に関
する留意事項
について（平
成１７年２月９
日付け健衛発
第0209004号
厚生労働省健
康局生活衛生
課長通知）

・旅館業の経営者は、宿泊
者が日本国内に住所を有し
ない外国人である場合に
は、その者の国籍及び旅券
番号を宿泊者名簿に記載し
なければならない。
・氏名及び旅券番号等を宿
泊者名簿に記載する際に
は、当該宿泊者に対し、旅
券の呈示を求めるとともに、
その写しを宿泊者名簿とと
もに保存することとする。

c

外国人宿泊者に係る旅券の写しの保存の指導につ
いては，「テロの未然防止に関する行動計画（平成１
６年１２月１０日国際組織犯罪等・国際テロ対策推進
本部決定）」を踏まえ，外国人宿泊者に係る宿泊者名
簿の記載事項の正確性を担保することによって関係
行政機関による外国人テロリストに関する正確かつ
迅速な情報収集や追跡調査等に支障を来さないよう
にすることを目的として措置したもの。
　要望内容にある，旅行会社等から入手する国籍及
び旅券番号等を記載した団体旅行者名簿による確
認による代替については，旅行会社等から入手する
名簿の内容が正確であるという保証は必ずしもなく，
これをもって外国人団体ツアーの場合において旅券
の写しの保存の省略を認めることは，テロに対する
国民の安全等を確保するという当該措置の趣旨・目
的と照らし合わせると，困難である。
　なお，前回要望時に回答したとおり，事前に、旅行
会社において団体旅行客の旅券の写しを取り，これ
を旅館・ホテルに送付し，当該旅館・ホテルにおいて
この写しと旅行客が呈示する旅券との照合確認を行
うことによって，「当該旅館・ホテルにおいて旅券の写
しを取る行為」の代替とすることは問題ないものと考
える。

－
（社）日本経
済団体連合
会

50 A
旅館・ホテルにおける外国
人宿泊者の旅券写しの取
得・保存の見直し

　外国人宿泊者に係る旅券の写
しの取得・保存を省略できるよう

にすべきである。

　旅館・ホテルが旅行会社等から国籍及び旅券
番号等を記載した団体旅行者名簿を予め入手
できる外国人団体旅行者に関しては、同名簿と
提示を求めた旅券を照合することで宿泊者名
簿に記載する氏名および旅券番号等の正確性
を確保できる。少なくとも他の方法によって正確
性を確保できる場合は、旅館・ホテルの現場に
おける混乱の発生をできる限り回避するよう、
旅券写しの取得・保存の省略を認めるべきであ
る。「『全国規模の規制改革・民間開放要望』に
対する各省庁からの再回答について（平成18
年8月14日）」では、「テロに対する国民の安全
等を確保するための施策の1つとして、その必
要性が高いから、これを廃止することは困難で
ある」とされており、本要望は、当該措置の廃
止ではなく、運用の改善を求めているものであ
り、この点に留意した回答を求めたい。

テロの未然防止に関する行動
計画（平成16年12月10日国際
組織犯罪等・国際テロ対策本

部決定）
旅館業法施行規則第4条の2
旅館業法施行規則の一部を改
正する省令の施行について
（平成17年2月9日厚生労働省
健康局長通達）旅館業法施行
規則の一部を改正する省令の
施行に関する留意事項につい
て（平成17年2月9日厚生労働
省健康局生活衛生課長通達）

「テロの未然防止に関する行
動計画（平成16年12月10日
国際組織犯罪等・国際テロ対
策本部決定）」に基づき、旅館
業法施行規則（昭和23年厚生
省令第28号）が改正され､
2005年4月1日より、旅館・ホ
テルの宿泊者名簿に外国人
宿泊客の国籍ならびに旅券
番号の記載が義務づけられ
るようになった｡併せて､厚生
労働省健康局長通達により､
当該外国人宿泊者の旅券の
コピーをとり､宿泊者名簿とと
もに保存するよう指導されて

いる。
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国土交
通省、

建設業
法第15
条第2
号イの
国土交
通大臣
が定め
る試験
及び免
許を定
める件
（昭和
63年建
設省告
示1317
号）

許可の基準として、建設業
の許可を受けようとする者
が法人である場合には常勤
の役員のうち一人が、また、
個人である場合には本人又
はその支配人のうち一人
が、次のいずれかに該当す
ることが必要である旨規定

している。

c

①について
　経営業務の管理責任者に関する実務経験
期間については、建設業において工事の契
約から引渡し、補修までの一通りの業務を経
験するための期間等を踏まえ、５年間として
いるところであり、必要な経験年数であると

考えているところ。
　経営業務の管理責任者に関する実務経験
期間について、企業規模のみを基準として
一律に引き下げることは、建設業の経営に
係る一通りの業務経験を積まない者による
経営を認めることを意味し、発注者保護をそ
の目的としている建設業法の趣旨にも反す
ることとなるので、適切ではないものと考え

る。

②について
　執行役員制度の導入拡大傾向等、昨今の
企業の経営形態の多様化等を踏まえ、実質
的に役員と同等の権原等を有する者である
ことを客観的に判断し得る者についてはその
経験を役員と同等とみなす等、柔軟な取扱
いが可能かどうかについては、平成18年度
中に結論を出すべく、国土交通省としても検
討することとしているところである。

要望者より下記の再意見が寄せられ
ておりますので、再検討をお願い致し
ます。
「昨今の企業の経営形態の多様化や
事業領域の融合化を踏まえ、企業の
ニーズを的確に把握しつつ、許可要
件を緩和する方向で平成18年度中に
結論を出すべきである。」

（社）日本経
済団体連合
会

51 A 建設業許可要件の緩和

① 一定規模以上の会社の役員
(取締役)については､経営業務を
総合的に執行した経験年数(5年
または7年)の要件を短縮すべき

である。
② 執行役員としての経験も役員
と同等の扱いとすべきである。

　現行では､一定規模以上の会社の役員であっ
ても､個人事業主であっても､一律の要件（5年
または7年の経験）としているが、その質につい
ては､同レベルの経験を有しているとは言い難

い。
　少なくとも「株式会社の監査等に関する商法
の特例に関する法律」で定義する大会社等の
取締役については､個人事業主と同一の要件
（5年または7年）とするのではなく､経験年数を
短縮する緩和措置を講ずるべきである。

　また執行役員については昨年､経営業務の管
理責任者として認められ得る旨明確化され､一
定の前進が見られるものの､役員と同等の扱い

とはなっていない。
　近年では､取締役会を機動的な経営判断の場
と位置付けその員数を削減し､業務執行につい
ては､執行役員制度を導入している企業が増加
傾向にあるなかでは､むしろ執行役員が「経営
業務の管理責任者」としての経験（工事内容に
応じた資金の調達､資材の購入､技術者・下請
負人の配置､下請契約の締結）を有している場

合もあると考える。
　従って､実質的な審査により「経営業務の管
理責任者」と認められる執行役員については､

役員と同等の扱いとすべきである

建設業法第7条

　建設業においては、建設業
の経営業務について総合的
に管理した経験を有する「経
営業務の管理責任者」が許可
を受けようとする工事業種ご
とにいることが許可要件の1

つとされている。
　法人の場合、経営業務の管
理責任者と認定されるために
は、「許可を受けようとする建
設業に関しては5年以上、許
可を受けようとする業種以外
の建設業に関しては7年以
上、役員または建設業法施行
令第3条に規定する使用人の
地位にあり、経営業務を総合
的に執行した経験を有するこ
と」または「許可を受けようと
する建設業に関し、7年以上
経営業務を補佐した経験を有
すること」が求められている。

5054A 5054070 z16032
国土交
通省、

航空法第
８３条の
２、航空
法施行規
則第１９１
条の２、
同第１９１
条の３、
同第１９１
条の４、
「カテゴ
リーⅢ航
行の許可
基準及び
審査要領
(平成１７
年制定、
国空航第
３１５号・
国空機第
４６９号)」
第２章２．
２　ｂ．
（１）

　カテゴリーⅢ航行は、濃霧
などの悪天候により着陸時
の飛行場気象状態が悪い
場合にあっても、計器着陸
装置を利用して進入及び着
陸を行う特別な方式による
航行であるため、単に信頼
性の高い機器を使用するこ
とのみで安全が確保される
ものではなく、運航・整備等
について各航空会社が適切
な手順・体制で実施すること
が必要となる。
　そのため、カテゴリーⅢ航
行を行うためには国土交通
大臣の許可を受けなければ
ならないこととされており、
許可の具体的基準として、
実運航試験により6ヵ月間に
100回以上の正常な着陸を
実施することを求めている。

Ｃ －

　実運航試験は、申請者がカテゴリーⅢ航行
を安全かつ適切に実施することができるかど
うかを審査するために求めているものである
が、単に機器の信頼性を試験するだけでは
なく、申請者の設定する従事者に対する訓
練内容や運航・整備の実施手順に基づきカ
テゴリーⅢ航行を実施した場合に安全性が
適切に確保されているかどうかを審査するこ
とを目的としたものである。
　当該審査において、各航空会社毎のカテ
ゴリーⅢ航行の適正な遂行能力を判断する
ためには、相当数の実運航試験が必要であ
るところ、欧米諸国における実運航試験の審
査状況に鑑みても、現行基準通りの実運航
試験が必要である。
　なお、着陸回数が少なく6ヵ月に100回の実
運航試験を行うことが困難である場合は、試
験期間を延長することができる。

注）米国においても我が国と同様6ヶ月に100
回以上の実運航試験、欧州においては100
回以上の実運航試験による安全性の審査が
行われている。

－

要望者から提出された以下の再意見
に対する貴省の御見解を御説明いた
だきたい。

カテゴリーIII航行に係る通達にある
100回は、FAAのAC120-28Dの10.5.2
で規定されている内容に即したものと
思われますが、ACには例外条項とし
て、機材数や環境等100回実施するこ
とが困難と判断される場合は都度回
数の調整をするとの内容が規定され
ています。ACと同様に、例外条項を
設けるべきと考えます。

（社）日本経
済団体連合
会

70 Ａ
カテゴリーⅢ運航承認基準

の見直し【新規】

　カテゴリーⅢ運航承認後の細
則に定める6ヵ月間の実運航試
験を行う」を3ヵ月に短縮すべきで
ある。また、実運航試験にて100
回以上の正常な着陸滑走を必要
としているが、50回に短縮すべき

である。

　機器の信頼性を試験することを目的としてい
るが、そもそも耐空性試験に合格している機器
であることから、重複試験になる。加えて6ヵ月
に100回の自動着陸は、国際線主体で着陸回
数の少ない会社にとっては実現が困難である。

運航課長・航空機安全課長通
達（国空航第691号・国空機第
998号）「カテゴリーⅢ航行の
許可基準及び審査要領」第2
章2.2許可b.実運航試験および

(1)実運航試験基準

5054A 5054071 z16033
国土交
通省、

航空法
第77条
及び第
78条
航空法
施行規
則第
170条、
第170
条の６
及び第
171条

運航管理者については、国際民
間航空条約附属書第１により、国
又は国が委任した免許機関が免
許を発行することとされ、当該免
許を発行するための要件として、
申請者は運航管理業務を行うた
めに必要な知識及び技能を実証
しなければならないこととされて
いることから、我が国において
は、法第78条の規定に基づく運
航管理者技能検定を行っており、
申請者に対して航空法施行規則
第170条に規定する学科試験（知
識に関する試験）及び同規則第
171条に規定する実地試験（技能
に関する試験）を課している。
　また、運航管理者の養成に関し
一定の能力を有する施設を指定
運航管理者養成施設として指定
し、当該養成施設の課程を修了
したものについては、規則第170
条の６の規定により、実地試験の
一部であって国土交通大臣が認
めるものを免除することとしてい
る。（なお、現在指定の実績はな
い。）

ｃ －

運航管理者については、制度の現状
で述べたとおり、国際民間航空条約
付属書１に則って制度設計しているた
め、任意の航空会社等における社内
任用は認められない。
　しかしながら、指定運航管理者養成
施設の課程を修了した者について実
地試験を全部免除することを内容と
する航空法施行規則の改正について
検討しており、現在、パブリック・コメン
トを実施しているところである。本改正
により、技能については、指定を受け
た航空会社等民間の運航管理者養
成施設による確認のみとなることか
ら、運航管理者養成を促進できるもの
と考えている。
　なお、米国ＦＡＡの運航管理者制度
は、知識、技量及び訓練に関する要
件のうち、訓練要件についてのみ指
定を受けた民間の養成機関による訓
練で足りるとするものである。

－

指定運航管理者養成施設の課程を
修了した者について実地試験を全部
免除することを内容とする改正航空
法施行規則の公布時期及び施行時
期を明示いただきたい。

（社）日本経
済団体連合
会

71 Ａ
運航管理者の社内任用制

化【新規】

　運航管理者について、航空会
社における社内任用制を認める
べきである。国による認定制度を
維持する場合は、少なくとも、ＦＡ
Ａの運航管理者認定制度（受験
資格を緩和し、民間に養成委託
可能）と同程度にすべきである。

　現在、香港、ＥＵ等の多くの国と地域におい
て、運航管理者は国の認定を必要とせず、航
空会社における社内任用制を認めている。わ
が国の場合、運航管理者養成に相当の時間を
要しており、事業拡大の障害となっている。

航空法第77条、第78条
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5058A 5058001 z16034
国土交
通省、

港則法
第２３
条第１
項

非危険物積載船の夜間着
桟については港則法上特段
の規制を設けていない。

危険物積載船の夜間着桟
については、夜間という特殊
性に鑑み、追加的な安全防
災対策が講じられてなけれ
ば、港則法第２３条第１項に
基づく許可を原則しないこと
としている。

夜間に開始する引火性危険
物の荷役については、夜間
という特殊性に鑑み、追加
的な安全防災対策が講じら
れてなければ、港則法第２３
条第１項に基づく許可を原
則しないこととしている。

ｄ －

　京葉臨海コンビナート８社において
は、自主基準に基づいて非危険物積
載船舶の夜間着桟を午後８時までと
しているものであり、港則上特段の規
制を設けていない。
　危険物積載船舶、ガス船の夜間着
桟については、個々の港、事業毎に
地域特性等を加味した安全防災対策
を事業者等において策定し、安全上
支障がない場合には、現行制度にお
いても夜間着桟は可能としているとこ
ろである。
　夜間に開始する引火性危険物の荷
役については、岸壁の環境、危険物
の種類及び荷役時間帯等に応じた追
加的な安全防災対策（適切なバース
照明設備、安全設備、荷役安全管理
体制及び防災体制等）が講じられて
いると認められれば従来から許可をし
ているところである。
　具体的要望がある場合には港長に
相談していただきたい。

要望者からの以下の更なる意見を踏
まえ、改めて検討し、見解を示された
い。

危険物積載船舶、ガス船の午後８時
までの夜間着桟に関しての「安全上
支障がない条件」を明示願う。
又、同上船の午後８時までの夜間に
開始する引火性危険物の荷役に関
する追加的な安全防災対策等につい
て、許可要件についての基準を明示
願う。

石油化学工
業協会

1 Ａ
危険物船舶（ガス船）の夜
間着桟・荷役開始の緩和

危険物の積載予定内航船（パー
ジ済空船：非危険物積載船）は
千葉港、鹿島港他においては、
各企業の自主基準の遵守をベー
スに、夜間２０時迄の着桟・荷役
開始が許可されている（全国地
域では認められてない）。非危険
物船舶（危険物積載予定の空
船）の全国地域での夜間着桟・
荷役開始の許可と、更に、一定
の安全対策強化・自主基準の遵
守を条件に内航船の危険物積載
船、ガス船においても、夜間２０
時迄の着桟・荷役開始を認めて

頂きたい。

危険物積載船舶、ガス船（ＬＰＧ船、
エチレン船他）は日没後の着桟・荷
役開始は許可されてなく、非危険物
船舶（危険物積載予定の空船）の夜
間着桟・荷役開始については、一部
の地域のみの許可で、全国地域で

の許可はされていない。

規制を撤廃・改善した場合の予想経
済効果：

内航危険物船対象とした輸送効率
アップにより

　約５０億円／年程度の効果が予測
される。

国内の内航船（特にケミカル船）は2007年マー
ポール付属書ⅡとＩＢＣコード改正に伴うダブル
ハル化対応での船舶不足、及び慢性的船員不
足で、必要輸送船の安定的確保が困難な状況
となりつつあり、船輸送の効率化は必要不可欠
のテーマとなっています。こうした環境下、燃料
油の黒船（重油船⇒港則法上は非危険物扱、
消防法上は危険物扱い）の夜間着桟・荷役開
始は長年に渉って安全に行われており、安全
上の問題点はない状況であり、一定の安全対
策強化・自主基準の遵守で、安全な夜間荷役

着桟・荷役開始が可能です。

港則法第23条（危険物）、海上
保安庁通達

5058A 5058002 z16035
国土交
通省、

港則法
第２３
条第１
項

非危険物積載船の夜間着
桟については港則法上特段
の規制を設けていない。

危険物積載船の夜間着桟
については、夜間という特殊
性に鑑み、追加的な安全防
災対策が講じられてなけれ
ば、港則法第２３条第１項に
基づく許可を原則しないこと
としている。

夜間に開始する引火性危険
物の荷役については、夜間
という特殊性に鑑み、追加
的な安全防災対策が講じら
れてなければ、港則法第２３
条第１項に基づく許可を原
則しないこととしている。

ｄ －

　京葉臨海コンビナート８社において
は、自主基準に基づいて非危険物積
載船舶の夜間着桟を午後８時までと
しているものであり、港則上特段の規
制を設けていない。
　危険物積載船舶、ガス船の夜間着
桟については、個々の港、事業毎に
地域特性等を加味した安全防災対策
を事業者等において策定し、安全上
支障がない場合には、現行制度にお
いても夜間着桟は可能としているとこ
ろである。
　夜間に開始する引火性危険物の荷
役については、岸壁の環境、危険物
の種類及び荷役時間帯等に応じた追
加的な安全防災対策（適切なバース
照明設備、安全設備、荷役安全管理
体制及び防災体制等）が講じられて
いると認められれば従来から許可をし
ているところである。
　具体的要望がある場合には港長に
相談していただきたい。

要望者から提出された以下の再意見
について御回答いただきたい。

非危険物積載船舶、危険物積載船舶
及びガス船の２４時間（昼夜間）着桟
に関しての「安全上支障がない条件」
を明示願う。又、同上船の２４時間
（昼夜間）の間に開始する引火性危
険物の荷役に関する追加的な安全防
災対策等について、許可要件につい
ての基準を明示願う。

石油化学工
業協会

2 Ａ
危険物積載船の夜間着桟

等の規制緩和

 平成16年1月に京葉臨海ｺﾝﾋﾞ
ﾅｰﾄ8社の自主基準の作成・千葉
海上保安部の承認により、午後8
時迄荷役可能となったが、更に２
４時間の着桟・荷役が可能とする
全面的な規制緩和を求める。

一定の安全用件を確保した上で､危
険物積載船・ガス船の離着桟及び
荷役の２４時間化をする事により物
流国際競争力の強化を図る

バースの効率的な運用が阻害される他、滞船
料の発生でコスト増加の要因となる。物流コス
トの低減や24時間化による国際港湾としてのポ

テンシャル向上を阻害している。

港則法第23条（危険物）、海上
保安庁通達

5058A 5058003 z16036
国土交
通省、

港則法
第５条
第６項

港内における船舶交通の安
全を確保するため、
岸壁能力等を上回る船舶の
入港及び着岸は原則的に
認めないこととしている。

ｄ －

容積図（載貨重量トン数表）等喫水か
ら載貨重量が把握できる書類の提出
があれば、それをもって載貨重量を確
認することとしており、外航船と内航
船の区別はしていない。
 また、日本籍船舶については、任意
乾舷における載貨重量を「載貨重量ト
ン数証書」の裏面に記載する制度も
利用可能である。
 なお、船舶が岸壁に着岸する際に
は、トン数だけではなく、船舶の全長、
全幅等が岸壁能力等の観点から支障
がないことが必要である。

－
石油化学工
業協会

3 Ａ
船舶の係留施設への係留

条件緩和

ケミカルタンカー（危険物）の
係留施設への係留条件（水深・
バース接岸能力）の緩和

　港則法、同施行規則、港湾の施設
の技術上の基準を定める省令によ
り船舶の係留条件は、船舶の満船
喫水およびバース条件、保安距離
によりLOA・D／W・水深が決定さ
れ、それ以上の船舶の入港は規制

されている。
　外航船は、減トン喫水が認められ
ているが内航では不可となってい

る。

ケミカル船のIBCコード変更による格上げ、減
船、造船コスト上昇を受けて、ケミカル船は減少
方向が加速されると思われる。特に小型船（１９
９～２９９GT）は、採算性からリプレースが進ま
ないと予想される。従って、４９９GTでの効率配
船を推進する事となるが陸上設備の整備と港
湾整備に時間とコストが必要であり、代替えとし
て減トン輸送によるアイデアがあるが、現有す
る係留施設・条件では満足出来ない。従って減
トンによる施設・条件の緩和を要望する。

港則法、同施行規則、港湾の
施設の技術上の基準を定める

省令

5058A 5058005 z16037
国土交
通省、

港則法
第５条
第５項
港則法
施行規
則第４
条第４
項

　特定港のけい留施設の管
理者は、総トン数５００トン
（関門港若松区は総トン数３
００トン）以上の船舶をけい
留の用に供するときは、そ
の旨をあらかじめ港長に届
けなければならない

ｄ －

　当初の係留施設使用届にある係留
期間内での変更であれば、電話連絡
等による対応も可能としている。
　荒天等により荷役途中に一時離桟
して再度着桟する場合には、通常か
なりの時間が経過すると思われるの
で、期間が異なるようであれば新たな
届出が必要であるものの、届出であ
るので審査は無いところ、本届出によ
るリードタイムロスは無いと考える。
　なお、港長においては可能な限り平
日に届出をするようにお願いをしてい
るところであるが、急を要する案件に
ついては、土日・祝祭日においても当
直等の担当職員により受け付けをし
ている旨を従来から関係先に周知し
ている。

荒天等で一度離桟した後に再度着桟
し荷役を開始するようなケースにあっ
ては、当初の係留施設使用届にある
係留期間内に収まらない変更であっ
ても、電話連絡による対応を可能とす
る等により係留施設使用届の提出を
省略することができないか、再度御検
討いただきたい。

石油化学工
業協会

5 Ａ
危険物船舶係留施設使用

届けの簡素化

危険物船舶係留施設使用届けを
保安部殿に提出し、着桟荷役許
可を受け、着桟荷役開始後に気
象状況急変等での安全対策とし
て、一旦離桟したのち、再度、着
桟・荷役開始を行うケースでは、
新たに係留施設使用届けを提出
し再度の着桟許可で、着桟・荷
役開始を行っている。

危険物積載船舶、ガス船（ＬＰＧ船、
エチレン船他）、非危険物船舶（危険
物積載予定の空船）の着桟荷役開
始後に離桟した場合、再度の着桟・
荷役開始に当たっては、新たな係留
施設使用届けが必要となっている。
又、休日等で係留施設使用届けが
当日に出来ないケースでは、翌日の
届出により着桟荷役の実施となって

いる。
　

規制を撤廃・改善した場合の予想経
済効果：

　申請手続きの効率化により4000時
間/年の予測効果

　内港船舶航行の効率化により2億
円/年の予測効果

再度の係留施設使用届けの提出と許可と、こ
れに係るリードタイムロスによる業務の非効率
化となっている。又、休日等で係留施設使用届
けが当日に出来ないケースでは、翌日の荷役

となり船輸送のロスとなっている。
保安部殿の必要とされるデータ(船舶の動向や
届出状況他)は、最初の係留施設使用届けで
データ提示されており、再度の係留施設使用届
けは不要としたい。（実効面では電話連絡で着

桟・離桟の報告を保安部殿に行う）

港則法
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5058A 5058008 z16038
国土交
通省、

港則法
第２３
条第１
項

危険物
船舶の
停泊場
所指定
及び危
険物荷
役許可
の基準
につい
て（通
知）

特定港において、タンカーに
よる引火性危険物の荷役を
行う岸壁については、荷役
船舶から他の停泊船舶まで
の距離が原則３０メートル以
上を確保することを許可の
要件としている。

ｄ －

　船間保安距離の短縮については、
平成13年3月30日に閣議決定された
「規制改革推進３ヶ年計画」の中に同
様の要望内容が盛り込まれたところ、
石油化学工業協会も含む学識経験者
等による委員会で検討を行い、船間
保安距離を30ｍ未満に短縮する際の
安全対策等の基準を定め、関係団体
に周知しているところである。

 本安全対策等の基準を履行すること
により、既に水島等の港においては
船間保安距離の短縮を実施している
ので、具体的な要望がある場合には
港長に相談していただきたい。

－
石油化学工
業協会

8 Ａ 船間距離の緩和

船舶の大型化に伴う、運用面で
の船間距離の規制緩和。
船間距離30ｍを20ｍに変更。

船間保安距離については、ＩＭＯ改
正への対応により船の全長が長く
なった船舶の操船技術も確立し常態
化した状況も勘案して、また、荷主、
顧客、船社の現場部門より安全確
保が確実にできるとの確認を得た、
２０ｍ（現行３０ｍ）へ緩和してほし

い。

１．着桟隻数が制限される。
２．設備改造費の増加 港則法

5058A 5058009 z16039

警察
庁、国
土交通
省、

道路法
第４７
条第２
項

車両の寸法・重量等最高限
度を超えるものは道路を通
行させてはならない。

ｄ

　道路は一定の諸元の車両の通行を
想定し、この車両が安全かつ円滑に
通行できるよう設計されており、車両
制限令によって道路を通行する車両
の寸法、重さ等の最高限度（一般的
制限値）を定めている。
　一般的制限値を超える車両の通行
は交通の安全や道路構造に影響を与
えるため、車両の構造又は積載する
貨物が特殊であるためやむを得ない
場合に通行の可否を検討し、可能な
場合には必要な条件を附して通行を
許可しており、現行制度で可能であ
る。

－
石油化学工
業協会

9 Ａ
２０ｆｔコンテナの１トラクター

の多重連結輸送

現在は、１トラクターに１コンテナ
輸送は許可されているが、２つ以
上のコンテナ連結については規
定がない。　ＣＯ2削減及び物流
効率化のため、コンテナの多重
連結を認めていただきたい

２０ftコンテナを１トラクターに２連結
で輸送を行うことにより、ＣＯ2削減
及び物流効率化を図る。

物流面での国際競争力の向上及び道路混雑
緩和及びＣＯ2削減のために効率化を図りた

い。
道交法

5058A 5058010 z16040

警察
庁、国
土交通
省、

道路法
４７条
第１項

道路管理者が道路の構造
の保全及び交通の危険の
防止上支障がないと認めて
指定した道路を通行する車
両にあっては４．１ｍ以下、
その他の道路にあっては、
３．８ｍ以下

ｄ －

　高さ指定道路は、車高４．１ｍ以下
の車両の通行に関して道路の構造の
保全及び交通の危険防止上支障が
ないと認める道路について、各道路
管理者及び都道府県公安委員会が
指定するものである。平成１８年４月１
日現在、約３万６千ｋｍが指定延長で
あり、今後も適切に各道路管理者及
び都道府県公安委員会が指定を行う
見込み。なお、平成１８年度も追加指
定に向けて作業中である。

－
石油化学工
業協会

10 Ａ 車高規制の緩和

車高４．１mの車両通行が許可さ
れている指定道路の範囲が限定
されているため、４．１ｍ車高車
両の稼動が限定的となってい
る。指定道路の範囲を拡大する

ことをお願いしたい。

道交法では指定道路を除く道路は
車高３．８mが規定されているが指
定道路（国道等）は４．１mに緩和さ

れている。

指定道路の範囲を拡大することにより、物流効
率化ひいてはＣＯ2削減が達成できる。

道交法

5058A 5058011 z16041
国土交
通省、

道路法
第４７
条の２
第１項

道路運
送車両
法第４
０条（道
路運送
車両の
保安基
準第４
条の２）

軸重の一般的制限値は１０
トン以下。フル積載海上コン
テナを積載したトレーラをけ
ん引するトラクタのうち、エア
サスペンションを装着するも
のの駆動軸重は、１１．５ト
ンなで特殊車両通行許可及
び基準緩和の対象。

ｂ Ⅳ

海上コンテナけん引用トラクタ以外の
エアサスペンションを装着した場合の
駆動軸重の規制緩和については、橋
梁等の疲労への影響があるため、海
上コンテナの場合と同様、構造物へ
の影響を検証する必要がある。
このため、車両をパターン分けするた
めに車両の剛性や軸距などからシ
ミュレーションを行い、実車による実験
を実施したが、その結果、トレーラの
振動モードの影響など更なる技術的
検討課題が明らかになった。
これらを踏まえ、具体的な分析・解析
方法等について、（社）日本自動車工
業会と共に検討しているところであ
る。

要望者から提出された以下の再意見
について御回答いただきたい。

　弊協会からの要望の趣旨は、「一般
の特例８車種全てに対しての要望で
はなく、あくまで外貨海上コンテナと
全く同形態の車両についてであり、外
貨で認可されている車種がなぜ国内
で認可されないのか」と云うものであ
る。　当局の云う車両のパターン分け
の必要については技術的根拠がない
為、再考願いたい。

石油化学工
業協会

11 Ａ
ＩＳＯ規格コンテナ

フル積載時の内外格差の
整合（是正）

３０．４８トン積載時、外貨はトラク
ター２軸（駆動軸１１．５トン）、内
貨は同（駆動軸１０．０トン）であ

る。
内貨についても、ＥＵ諸国並み
の、駆動軸１１．５トンにし、内外
格差を是正願いたい。

３０．４８トン積載時、外貨と同様に
内貨のトラクター２軸も駆動軸１１．５
トンまで可能とすることにより物流効

率化を図る。

規制を撤廃・改善した場合の予想経
済効果：

エネルギー消費削減
排気ガス排出削減

過去の要望に対して、平成１７年度までに可否
の検討を行うとの回答を得ているが、平成１８
年３月末時点では、検討継続となっており、省
エネ法のエネルギー消費削減の観点からも、
道路運送車両法上の適合車は道路法上の緩
和・フリーでの通行許可を要望する。

道交法
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5058A 5058013 z16042
国土交
通省、

貨物自
動車運
送事業
法（平
成元年
法律第
８３号）
第９条
第３項

貨物自動車運送事業者間
でトレーラー（被けん引車）
の相互使用を行う場合に
は、事業計画の変更届出
（事業用自動車の車両数の
変更）を行わなければならな
い。

c

　事業用自動車の車両数の変更届出
については、当該自動車の運行等に
係る責任関係を明確にする上で必要
である。
　単に届出制を廃止することは、借受
人側が管理しなければならない車両
が不明確となり、適切な使用等に支
障を来すおそれがあるため、慎重な
検討が必要であり、直ちに措置するこ
とは困難である。なお、車検証への記
載をもってトレーラーの相互使用を確
認することはできない。
　また、車庫については、「「一般貨物
自動車運送事業及び特定貨物自動
車運送事業の許可及び事業計画変
更認可申請等の処理について」の細
部取扱いについて」（平成１５年国自
貨第８０号）において、当該自動車の
使用の本拠において車庫が確保され
ていれば良いこととしており、事業計
画の変更までは必要としていない。

事業用自動車の車両数の変更届出
を行うことにより明確にされる当該自
動車の責任関係の内容を具体的に
御説明いただきたい。

石油化学工
業協会

13 Ａ
トレーラー相互使用時の規

制緩和について

トレーラー（被牽引車）を貸借し
て、コンテナヤードを起終点とし
て行う一連の運行（コンテナの集
配）の場合（コンテナヤードにてト
レーラを受渡する場合）は、連結
検討の確認（車検証への記載）
及び相互使用協定書のみとし、
借受人側の事業計画変更（増車
申請及び車庫の確保）について

は不要としてほしい。

現状では、連結検討の確認（車検証
への記載）及び相互使用協定書の
締結、並びに借受人側における事
業計画変更届（増車及び車庫に確

保）が必要である。

予想経済効果：
鉄道及び内航コンテナ輸送（コンテ
ナ規格の理由により、現状ではト
レーラ集配が主流となっている）の

集配効率化
地球環境保護に対応した「モーダル

シフト」の一層の推進

　コンテナヤードを起終点とした、一連の運行
（コンテナの集配）業務は車庫に戻らない運行
形態の場合が多い（コンテナヤード内又は貸渡
人の車庫にてトレーラを受渡する）ので、借受
人における車庫の確保は不要であるにも拘わ
らず、届出上車庫用地の確保が必要な実態と

なっている。
　事業計画変更届をもって管理が必要なので
あれば、上記運行形態の場合に限り、運行条
件の限定及び違反時の厳罰化を行う等により

車庫の確保は不要として頂きたい。

－

5069A 5069005 z16043
国土交
通省、

航空業
務に関
する日
本国と
オース
トラリア
連邦と
の間の
協定第
１０条

運賃の具体的決定の方法と
して、まず、第１段階として
国際航空運送協会の運賃
決定機関を含む関係航空企
業間で合意され、第２段階と
してその合意された運賃に
ついて両締約国の航空当局
の認可を受けることが必要
とされている。

Ｃ －

日豪間の航空運賃については、日豪
間の交渉の結果締結された二国間の
航空協定において、二国間の承認を
必要とすると定められており、これま
でも必要に応じて当局間の航空交渉
によって取り扱われてきていることか
ら、議論の重複を避けるためにも、引
き続き航空交渉の場において調整し
ていくこととしたい。

－ －
オーストラリ
ア政府

5 A 航空運賃

“二重承認”や“同意”要件は競
争相手間の価格に係わる合意を
求めるものであり、オーストラリア
の貿易慣行法1974に抵触するこ
とから、日本はこれらの要件を取
り除くべきである。

航空運賃の設定に関する二カ国協定の５条
(Article5)では、IATAの承認を通じて運賃設定
がなされるか、または航空会社の合意により運
賃設定がされることを規定している。これは、全
ての運賃が双方の航空当局の承認、いわゆる
“二重承認”体制と呼ばれる承認が求められる
ことを意味する。

この条項は、オーストラリアが調印している幾
つかの二カ国航空協定に残っているが、日本
は、運賃を届け出する前に、航空当局が海外
航空会社に国内航空会社から“同意”を要求し
ている数少ない国の一つである。

公示運賃を変更する際、日本の航空会社の同
意を求める慣習は、我々の競争相手である日
本の航空会社が事前に運賃変更の情報に通じ
ることになり、カンタス航空が不利な立場に立
たされることになる。

日本は、運賃規定に関して、個々の団体と交渉
するというよりは政策の問題であるという見方
を示している。日本の運賃届出の要件につて
は、アメリカやEUが日本政府にそれぞれ規制
緩和の要望書を提出している。

カンタス航空やオーストラリア政府の要望に拘
わらず、“同意”要件は引き続き国土交通省に
よって実施されている。オーストラリア政府運
輸･地域サービス省は、賃届出要件が二カ国協
定に規定されているけれども 航空会社に届出
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警察
庁、総
務省、
財務
省、国
土交通
省、

道路運
送車両
法第7
条、第
12条、
第13
条、第
15条、
第15条
の2、第
16条、
第59
条、第
62
条、第
97条の
2第1
項、自
動車損
害賠償
保障法
第9条

自動車保有関係手続は、紙
での申請を行う場合は、自
動車の検査・登録を受ける
ために、運輸支局等の他、
市役所等、警察署、都道府
県税事務所等、それぞれの
行政機関に出向いて手続を
行う必要があるが、現在、東
京都、神奈川県、埼玉県、
静岡県、愛知県、大阪府の
６都府県において、新車の
新規登録を対象に、オンラ
インによる手続を可能として
いる。

a,d Ⅲ

　自動車保有関係手続（検査・登録、
保管場所証明、自動車関係諸税等の
納付等）のワンストップサービス化に
ついては、すべての関係機関にまた
がるワンストップサービスの基本的な
手続であり、平成１７年１２月よりワン
ストップ化による申請者の利便性向
上の効果が大きい新車の新規登録
（型式指定車）を対象として、自動車
保有関係手続のワンストップサービス
を稼働させており、これにより、各種
税の納付手続の電子化や保管場所
証明手続の電子化等が可能となって
いる。現在、東京、神奈川、埼玉、静
岡、愛知、大阪の６都府県を対象と
し、来年１月２９日より岩手、群馬、茨
城、兵庫の４県でサービス地域を拡
大する予定である。
当該システムは、大量に自動車を保
有する方にも配意したシステムとする
ため、入力項目を集約した申請画面
や税・手数料のまとめ払いの機能、代
行申請の機能を持たせており、今後
は、申請自体もまとめて行うための機
能についても検討を行うこととしてい

今後は申請自体もまとめて行うため
の機能についても検討を行うこととし
ているとのことであるが、検討に係る
具体的スケジュールを明示されたい。
また、現時点では、対象手続が新車
の新規登録（型式指定車）に係るもの
に、対象地域も平成１９年１月導入予
定地域を含めて１０都府県に限られ
ているが、今後の対象手続及び対象
地域の拡大に関する具体的スケ
ジュールに関しても明示されたい。

社団法人リー
ス事業協会

7 A
自動車の生産・販売・流通
に伴って必要となる諸行政
手続の電子化等について

自動車の生産・販売・流通に伴っ
て必要となる諸行政手続（検査・
登録～国、車庫証明・納税～地
方、自賠責保険確認～国）等の
電子化は、新車の新規登録につ
いては平成17年12月から稼動と
され、その他の手続きは平成20
年を目途に段階的に進めるとさ
れているが、電子化に際しては、
大量に自動車を所有する者の手
続き等を充分に考慮すること。

 電子化により、申請項目の共通化・
統一化と申請に必要な添付書類の
削減化ができれば、自動車関連業
界の生産・販売・流通に係わる申請
及び手続代行コストは大幅に軽減さ
れ、その軽減分を直接部門へ投入
することで新たな自動車リース市場
の開拓が促進され、経済活性化に

資する。

大量に自動車を所有する者が自動車関係諸手
続きを行う場合、現状では膨大な手間がかかる
が、電子化により、一括して行うことができれ
ば、大きなメリットがある。特に、リース会社の
税の申告・納付事務等は膨大であり、これらの
事務作業の効率化、円滑化の観点から、電子
化を図る必要があると考えられる。また、提供
される自動車登録情報の有効活用を図るため
には、当該情報の利用者にとって利便性の高
い方法で情報が提供される必要がある。

道路運送車両法、自動車登録
令、自動車の保管場所の確保
等に関する法律、自動車重量
税法、自動車損害賠償保障
法、地方税法、地方自治体条

例　等

5071A 5071007 2 z16045
国土交
通省、

道路運
送車両
法第22
条

　自動車登録情報の電子的
提供が行えるよう道路運送
車両法の改正を前期通常国
会において行い、平成18年
5月19日に公布を行ったとこ
ろ。施行については1年6月
以内としている。

ａ Ⅲ

　自動車登録情報の電子的提供が行
えるよう道路運送車両法の改正を前
期通常国会において行い、平成18年
5月19日に公布を行ったところ。施行
については1年6月以内としている。
　現在、自動車登録情報の電子的提
供のルール等について、費用対効果
等を勘案しつつ関係団体等と調整を
行っているところ。

－
社団法人リー
ス事業協会

7 A
自動車の生産・販売・流通
に伴って必要となる諸行政
手続の電子化等について

自動車の生産・販売・流通に伴っ
て必要となる諸行政手続（検査・
登録～国、車庫証明・納税～地
方、自賠責保険確認～国）等の
電子化は、新車の新規登録につ
いては平成17年12月から稼動と
され、その他の手続きは平成20
年を目途に段階的に進めるとさ
れているが、自動車登録情報に
ついて、利用者にとって利便性
の高い方法で電子的に提供する

こと。

 自動車登録情報を活用することに
より、自動車に係る環境対策、安全
対策等の公益の増進に資する。

大量に自動車を所有する者が自動車関係諸手
続きを行う場合、現状では膨大な手間がかかる
が、電子化により、一括して行うことができれ
ば、大きなメリットがある。特に、リース会社の
税の申告・納付事務等は膨大であり、これらの
事務作業の効率化、円滑化の観点から、電子
化を図る必要があると考えられる。また、提供
される自動車登録情報の有効活用を図るため
には、当該情報の利用者にとって利便性の高
い方法で情報が提供される必要がある。

道路運送車両法、自動車登録
令、自動車の保管場所の確保
等に関する法律、自動車重量
税法、自動車損害賠償保障
法、地方税法、地方自治体条

例　等
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5076A 5076001 z16046
国土交
通省、

船舶に
よる危
険物の
運送基
準等を
定める
告示第
15条の
2第三
号

危険物の海上輸送に係る安
全規制は条約による国際基
準を採り入れ実施されてい
るところである。

c

我が国における危険物の海上輸送は
国際条約に基づき安全規制が実施さ
れているところである。
引火点が摂氏23度以下の危険物及
び引火性高圧ガスをコンテナに収納
する場合には、国際条約により、当該
危険物の収納容器が安全基準に適
合し、かつ可燃性蒸気等が容器から
漏洩した場合であっても、安全が担保
できるよう、収納されるコンテナに対し
ても、防爆要件をみたす必要がある。
従って、国際条約の誠実な履行の観
点から、要望内容を実施することは極
めて困難である。

下記要望者意見を踏まえて、再検討
されたい。
「同様の措置は日本だけで他国は同
規制は無く、この場合、日本をのぞく
他国は国際条約に違反していること
になる。日本のみが過剰な規制を課
していると考えられるため、再度、検
討いただきたい」

ソニー株式会
社

1 A

船舶による危険物の運送
基準の緩和要望（防爆型冷
蔵ｺﾝﾃﾅ使用要件に関する

規制緩和）

防爆型冷蔵電気機具ｺﾝﾃﾅの使
用規制を廃止して頂きたい。

　①製品容器はUN基準（国際船舶運送容器基
準）に則っており、十分に安全性が確保されて
いるものと考えてている。尚、諸外国において
は、当該危険物の輸出に関して、防爆型冷蔵
電気機具ｺﾝﾃﾅの使用の義務付けはなされて

いない模様である。
　②防爆仕様の冷蔵ｺﾝﾃﾅ数が絶対的に不足し
ており、新規冷蔵貨物を輸出する際、ｺﾝﾃﾅの
確保が非常に困難な状況にある（各ｺﾝﾃﾅ製造
ﾒｰｶｰには既にﾉｳﾊｳがなく、製造会社より新規
防爆設備を購入する事は事実上、不可能であ
る）。そのため、冷蔵防爆ｺﾝﾃﾅの確保が不可
能な場合について、現在はそれだけを理由に、
AIRにて輸出をしており、ﾉｰﾏﾙｺﾝﾃﾅを使用して
船舶で輸出する場合に比べ、多大なコストの増

加が強いられている。

船舶による危険物の運送基準
を定める告示 第15条の2第１

項第３号

5083A 5083002 z16047
国土交
通省、

軌道建
設規程
（大正１
２年内
務省
令・鉄
道省
令）

軌道建設規程（大正１２年
内務省令・鉄道省令）第８条
において、道路交通上の安
全性、排水上の優位性等の
理由から併用軌道は道路の
中央に敷設することが原則
とされているが、同９条にお
いて、道路の種別及び幅員
によっては道路の片側に偏
して敷設することができるこ
ととしている。さらに、特別
の事由がある場合は同第３
４条②において国土交通大
臣の許可を受けた場合に
は、この規定に依らざること
を認めている。

d -

軌道建設規程（大正１２年内務省令・
鉄道省令）第８条において、道路交通
上の安全性、排水上の優位性等の理
由から併用軌道は道路の中央に敷設
することが原則とされているが、同９
条において、道路の種別及び幅員に
よっては道路の片側に偏して敷設す
ることができることとしている。さらに、
特別の事由がある場合は同第３４条
②において国土交通大臣の許可を受
けた場合には、この規定に依らざるこ
とを認めている。したがって、要望事
項は現行制度下で対応可能である。

－ 沼本久 2 A
路面電車を、道路のはしを
走れるようにしてほしい。

現在は、路面電車は、道路の中
央しか走れない。これは、砕石の
軌道だったころのなごりで、今
は、アスファルトか敷石の軌道を
走っているので、道のはしを走っ
ても、砕石でトラブルをおこすこと

はない。

道路の中央を走っていると、乗客も道路の中央
にいかなくてはならず、あぶない。バスのよう
に、道路のはしを走行すれば、安全にのりおり

できる。

道路交通法第3章

5087A 5.1E+07 z16048
国土交
通省、

建設業
法施行
令第２
７条の
５

　技術検定は、建設業法に
基づき、施工技術の向上を
図るため、建設業者の施工
する建設工事に従事し又は
しようとする者について行わ
れるもので、６種目につい
て、それぞれ１級・２級の別
に試験により行われていま

す。
　技術検定合格者は、「２級
造園施工管理技士」のよう
に、級及び種目の名称を冠
する技士の名称を称するこ
とができ、種目、級ごとに建
設業の許可基準の一つであ
る営業所専任技術者や、工
事現場に設置する主任技術
者又は監理技術者となるこ

とが出来ます。

c

　２級施工管理技士は、その種目に
該当する建設工事の主任技術者とし
て、建設工事の適正な施工を確保す
る観点から、工事の施工計画の作
成、工程管理、品質管理その他の技
術上の管理及び当該建設工事の施
工に従事する者の技術上の指導監督
の職務を行うこととなります。

　このため、技術検定は、各業種の技
術者として必要な資質（知識、技術及
び技能）がはかれる内容でなければ
ならず、建設工事の適正な施工を図
るためには、その資質には建設工事
の施工に関する実務経験を伴う必要

がある。

－ 個人 1 Ａ
造園施工管理技師の受験
資格の緩和

造園施工管理技師の受験資格
については、一定期間の実務
経験が必要となっているが、
２級管理技師試験については
実務経験が無くても受験でき
るようにして欲しい。

造園施工管理技師の試験は技術
試験があるため、実際の技術力
は試験の場で評価が可能。よっ
て、十分な技術力があれば、実
務経験がなくても合格できるよ
うな制度にして欲しい。

定年退職者や高齢者（以下「退職者等」）
の力を活かした事業としては、シルバー人
材センターによる造園工事や緑地・公園の
管理を含めた工事等が多いが、センターに
属してない人も多く、その人達を上手く活
用できれば地域住民・退職者等の双方に
とってメリットは大きい。よって、多くの
退職者等が技術を身につけニーズの高い上
記造園工事等ができる状態が望ましいが、
退職者等が一定期間の実務経験を積むこと
は困難であるため、受験資格の緩和をもと
めるものである。

建設業法施行令第２７条の
５


